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　本圏域は、１市２町９村で構成され、拠点都
市である名護市を中心として、恩納村、金武町
から北の本島北部とその周辺離島から形成され
ている。

　本圏域は、３市３町３村で構成され、沖縄本
島中央部の平坦な土地に位置しており、県下第
２、第３の人口規模をもつ沖縄市やうるま市に都
市機能が集積している。

　本圏域は、周辺離島町村を含め５市４町６村
で構成されており、本島南部の糸満市から浦添
市まで市街地が連なり、那覇市を中心に高度な
都市機能が集積するなど県内外の交流拠点と
なっている。

　本圏域は、宮古島、伊良部島、多良間島等
の大小８つの有人島からなる宮古群島で、宮古
島市及び多良間村の１市１村で構成される。宮
古島市は平成17年10月に平良市、城辺町、下
地町、伊良部町の５市町村の合併により誕生し
た。旧平良市を中心に市街地が形成されてい
る。

　本圏域は、我が国の最南西端に位置し、石垣
市、竹富町及び与那国町の１市２町で構成され
ており、12の有人離島及び内離島等の３つの無
人島には個性豊かな自然環境の中、貴重な野
生動植物が生息・生育している。 1

　主として、沖縄本島における重要な水資源地
域である森林地域と農業地域からなり、海洋景
観に恵まれた地域である。

　那覇市より南では農村地域が広がり、さらに久
米島、粟国島、渡名喜島、南・北大東島、慶良
間諸島などの島々を包含し、近郊都市地域、農
村・漁村地域、離島地域という多様な地域構造
を有している。

　平成27年１月には県内最長となる伊良部大橋
が開通したことにより、宮古島、池間島、来間
島、伊良部島、下地島の５つの島が架橋でつな
がっている。

　人口、産業及び都市機能が集中する石垣市
は、圏域の拠点として、圏域の島々を空路又は
海路で結ぶ交通ネットワークの中心となっている。 2

　圏域の総面積は、平成30年10月現在、約
825.4k㎡（県土面積の36.2％）で、圏域の主体
である本島地区が92.7％を占めている。

　圏域の総面積は、平成30年10月現在、約
263.8k㎡（県土面積の11.6％）である。

　圏域の総面積は、平成30年10月現在、約
372.9k㎡（県土面積の16.3％）であり、うち本島
南部地区が218.1k㎡（同9.6％）、周辺離島が
154.7k㎡（同6.8％）となっている。

　圏域の総面積は、平成30年10月現在、約
226.3k㎡（県土面積の9.9％）であり、そのほとんど
が平坦な地形で、陸域には農用地に囲まれた田
園風景が、沿岸域には、美しいサンゴ礁の海が
広がっている。

　圏域の総面積は、平成30年10月現在、約
592.5k㎡（県土面積の26.0％）であり、地形的に
は山地、丘陵からなる高い島と、石灰岩の大地
からなる低い島に大別される。
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　圏域内で最大のうるま市が87.0k㎡、沖縄市が
49.7㎢で、それ以外の市町村の面積は40k㎡未
満となっており、構成する市町村の面積は比較
的小さい状況である。

　市町村別面積では、最も大きい久米島町が
63.7k㎡、次いで南城市の49.9k㎡、糸満市の
46.6k㎡、那覇市の40.0k㎡となっている。

　市町村別面積では、宮古島市が204.3k㎡（同
9.0％）、多良間村が22.0k㎡（同1.0％）となって
いる。

　市町村別面積では、沖縄本島に次いで大きい
西表島を擁する竹富町が334.4k㎡（同14.7％）と
過半を占めており、次いで石垣市が229.2k㎡（同
10.0％）、与那国町が29.0k㎡（同1.3％）となって
いる。
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　圏域の人口は、12万8,925人（平成27年国勢
調査）と全県の9.0％を占め、地域の中心都市で
ある名護市が本圏域の47.8％を占めている。

　圏域の人口は、50万6,027人（平成27年国勢
調査）で全県の35.3％と南部圏域に次いで２番
目の人口規模を有している。

　圏域の人口は、69万2,829人（平成27年国勢
調査）で全県の48.3％と県全体の約半数を占め
ている。

　圏域の人口は、５万2,380人（平成27年国勢
調査）で県全体の3.7％を占めている。

　圏域の人口は、５万3,405人（平成27年国勢
調査）で県全体の3.7％を占めている。 6

　昭和45年の圏域人口と比較すると１万4,855人
の増加（＋13.0%）となっている。

　昭和45年以降現在に至るまで人口増加が続
いており、圏域の主要都市である沖縄市及びうる
ま市で圏域全体の51.0％を占めている。昭和45
年の圏域人口と比較すると23万256人の増加
（+83.5％）となっている。

　昭和45年以降現在に至るまで一貫して人口
増加が続いており、県下の主要都市が集まる本
島南部地区で68万327人と圏域の98.2％が集
中している。昭和45年の圏域人口と比較すると
24万2,883人の増加（＋54.0％）となっている。

　昭和45年以降、人口は緩やかに減少しており、
昭和45年の圏域人口と比較すると8,573人の減
少（△14.0％）となっている。

　昭和40年から昭和50年頃までは減少傾向で
推移していたが、その後、増加に転じている。昭
和45年の圏域人口と比較すると9,043人の増加
（＋20.4％）となっている。

7

　平成17年度からの市町村別の人口増減率を
みると、名護市以南では増加、以北では減少又
は横ばい傾向にあり、県域内で格差が生じてい
る。

　平成17年からの市町村別の人口増減率をみる
と、全市町村で増加しているが、特に中城村では
23.1％の増加と大幅に伸びている。

　平成17年度からの市町村別の人口増減率を
みると、本島南部地区の全市町で人口が増加し
ており、特に豊見城市、与那原町、八重瀬町で
は高い増加率となっている。離島地域では北大
東村を除き人口が減少しており、圏域人口でみ
ても離島町村合計は昭和45年以降現在に至る
まで減少している。

　平成17年度からの人口増減率は宮古島市が
4.3％、多良間村が12.8％の減少となっている。

　平成17年度からの人口増減率は石垣市が
5.3％、与那国町が2.6％と増加しているが、竹富
町は4.6％の減少となっている。

8

項　　目

⑵ 人口

⑴ 面積

 １ 圏域別の概要
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資料３
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1

2

　人口構成について、昭和55年の各年齢区分の
人口割合は、15歳未満が27.0％、15歳から64歳
が60.7％、65歳以上が12.3％であったが、平成
27年には15歳未満が16.2％ (△10.8ポイント)、
15歳から64歳が59.9％(△0.8ポイント)、65歳以
上が23.0％(＋10.7ポイント)となり、少子高齢化
が進行している。

　人口構成について、昭和55年の各年齢区分の
人口割合は、15歳未満が30.8％、15歳から64歳
が62.2％、65歳以上が6.9％であったが、平成27
年には15歳未満が17.6％(△13.2ポイント）、15
歳から64歳が62.9％（＋0.7ポイント）、65歳以上
が18.4％（＋11.5ポイント）となり、生産年齢人口
が大きく伸びている。

　人口構成について、昭和55年の各年齢区分の
人口割合は、15歳未満が29.2％、15歳から64歳
が63.8％、65歳以上が6.8％であったが、平成27
年には15歳未満が24.4％(△4.8ポイント)、15歳
から64歳が60.7％(△3.1ポイント)、65歳以上が
14.9％(＋8.1ポイント)となっている。特に離島町
村においては、15歳未満の割合が24.4％から
15.6％へと8.8ポイント減少しているのに対し、65
歳以上人口の割合は14.9％から25.2％へと10.3
ポイント増加しており、本島南部地区に比べて早
いペースで少子高齢化が進行している。

　人口構成について、昭和55年の各年齢区分の
人口割合は、15歳未満が28.1％、15歳から64歳
が60.6％、65歳以上が11.2％であったが、平成
27年には15歳未満が16.5％ (△11.6ポイント)、
15歳から64歳が58.0％（△2.6ポイント）、65歳以
上が24.7％（＋13.5ポイント）となり、少子高齢化
が進行している。

　人口構成について、昭和55年の各年齢区分の
人口割合は、15歳未満が29.1％、15歳から64歳
が61.8％、65歳以上が9.0％であったが、平成27
年には15歳未満が17.9％(△11.2ポイント)、15歳
から64歳が62.4％（＋0.6ポイント）、65歳以上が
19.1％（＋10.1ポイント）となり、少子高齢化が進
行している。

3
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　世帯構成について、昭和55年の世帯種類別
割合は、核家族世帯が61.1％、単独世帯が
19.4％、大家族を含むその他世帯が19.5％で
あった。

　世帯構成について、昭和55年の世帯種類別
割合は、核家族世帯が66.2％、単独世帯が
14.7％、大家族を含むその他世帯が19.1％で
あった。

　世帯構成について、昭和55年の世帯種類別
割合は、核家族世帯が65.8％、単独世帯が
17.2％、大家族を含むその他世帯が16.9％で
あった。

　世帯構成について、昭和55年の世帯種類別
割合は、核家族世帯が61.2％、単独世帯が
13.7％、大家族を含むその他世帯が25.1％で
あった。

　世帯構成について、昭和55年の世帯種類別
割合は、核家族世帯が61.2％、単独世帯が
18.9％、大家族を含むその他世帯が19.9％で
あった。

5

　平成27年には、核家族世帯が53.9％（△7.2ポ
イント）、単独世帯は37.0％（＋17.6ポイント）、そ
の他世帯は9.1％（△10.4ポイント）となっており、
単独世帯が増加傾向にある。

　平成27年には、核家族世帯が  60.4％（△5.8
ポイント）、単独世帯は29.8％（＋15.1ポイント）、
その他世帯は9.8％（△9.3ポイント）となっており、
核家族やその他世帯が減少する一方で、単独
世帯が増加している。

　平成27年には、核家族世帯が  59.1％（△6.7
ポイント）、単独世帯は32.6％（＋15.4ポイント）、
その他世帯は8.2％（△8.7ポイント）となっており、
全ての市町村で単独世帯が大きく増加している。

　平成27年には、核家族世帯が  58.6％（△2.6
ポイント）、単独世帯は34.0％（＋20.3ポイント
増）、その他世帯は7.4％（△17.7ポイント）となっ
ており、その他世帯が大きく減少する一方、単独
世帯の増加が顕著となっている。

　平成27年には、核家族世帯が51.9％（△9.3ポ
イント）、単独世帯は40.2％（＋21.3ポイント）、そ
の他世帯は7.8％（△12.1ポイント）となっており、
他の圏域と比べても単独世帯の増加が顕著と
なっている。

6

⑷ 世帯構成

⑶ 人口構成

⑵ 人口
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⑷ 世帯構成 1

　土地利用状況は、平成29年10月現在、森林
が圏域の63.9％と最も高く、次いで農地が8.8％、
道路が3.8％、宅地が2.8％、水面等が1.8％と
なっている。

　土地利用状況は、平成29年10月現在、宅地
が圏域の22.3％と最も高く、次いで森林が
15.9％、農地が9.5％、道路が8.0％、水面等が
1.4％となっている。

　土地利用状況は、平成29年10月現在、森林
が圏域の24.1％と最も高く、次いで農地が
23.2％、宅地が15.1％、道路が8.3％、水面等が
1.5％、原野が0.1％となっている。

　土地利用状況は、平成29年10月現在、農地
が圏域の51.6％と最も高く、次いで森林が
17.9％、道路が8.6％、原野等が7.1％、宅地が
4.9％、水面等が0.9％となっている。なお、本圏
域には、米軍施設・区域は設置されていない。

　土地利用状況は、平成29年10月現在、森林
が圏域の62.2％と最も高く、次いで農地が
13.3％、原野等が8.2％、道路が2.1％、宅地が
1.8％、水面等が1.3％となっている。

2

3

　山林地域を中心に本圏域の14.5％（平成28
年）に当たる１万1,975haが米軍施設・区域（全
県の63.6％）となっており、その大部分が演習場と
して利用されている。これら米軍施設・区域は、
農林業の振興、自然環境の保全、農林業の振
興、国土保全及び水資源の涵養を図る観点か
ら整理縮小が必要である。

　米軍施設・区域については、圏域面積の
23.8％（平成28年）に当たる6,284haを占めてお
り、県全施設面積に占める割合は33.4％と北部
圏域に次いで高くなっている。うち、沖縄市が
9.0％、読谷村が6.7％、嘉手納町が6.6％を占め
ており、人口密集地に多くの米軍施設・区域が
立地している状況にある。

　米軍施設・区域については、圏域面積の1.3％
を占めており、県全施設面積に占める割合は
2.5％となっている。市町村別にみると、浦添市
273ha、北大東島115ha、那覇市56ha、渡名喜
島25ha、久米島４haとなっている。

　米軍施設・区域については、石垣市の久場島
及び大正島に射爆撃場があり、圏域面積の
0.2％（H28）で県全施設面積の0.5％となってい
る。 4

5

⑸ 土地利用状
況

⑹ 米軍施設・
市町村割合
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　産業構造について、平成27年における就業人
口の構成比をみると、第１次産業が7,367人（圏
域全体の12.0％）、第２次産業が8,182人（同
13.3％）、第３次産業が４万3,228人（同70.3％）
となっており、第１次産業と第２次産業の割合が
低く、第３次産業が高くなっている。

　産業構造について、平成27年における就業人
口の構成比をみると、第１次産業が3,566人（圏
域全体の2.0％）、第２次産業が３万164人（同
16.7％）、第３次産業が12万7,703人（同
70.7％）となっている。

　産業構造について、平成27年における就業人
口の構成比をみると、第１次産業が8,588人(圏
域全体の2.9％)、第２次産業が３万5,994人(同
12.1％)、第３次産業が22万9,000人(同77.1％)
となっている。

　産業構造について、平成27年における就業人
口の構成比をみると、第１次産業が4,508人（圏
域全体の18.8％）、第２次産業が3,218人（同
13.4％）、第３次産業が１万4,978人（同62.4％）
となっている。

　産業構造について、平成27年における就業人
口の構成比をみると、第１次産業が2,574人（圏
域全体の9.7％）、第２次産業が3,823人（同
14.4％）、第３次産業が１万8,801人（同70.6％）
となっている。

1

　平成27年度の産業別総生産では、第１次産
業が151億円    (同4.1％)、第２次産業が760億
円（同20.5％）、第３次産業が2,795億円（同
75.4％）となっており、こちらも第３次産業の割合
が高くなっている。

　平成27度年の産業別総生産では、第１次産
業が65億円(同0.6％)、第２次産業が1,965億円
(同17.6％)、第３次産業が9,117億円(同81.8％）
となっており、産業別就業者割合と同様に、第１
次産業、第２次産業が低く、第３次産業の比重
が高い構造となっている。

　平成27年の産業別総生産では、第１次産業
が184億円(同0.8％)、第２次産業が2,728億円
(同11.7％)、第３次産業が２兆451億円(同
87.5％)となっており、他の圏域と比べて第３次産
業の割合が特に高くなっている。

　平成27年の産業別総生産では、第１次産業
が81億円（同5.3％）、第２次産業が261億円（同
17.2％）、第３次産業が1,175億円（同77.5％）と
なっており、第３次産業の割合が高いものの、他
圏域と比較すると第１次産業の割合が高くなって
いる。

　平成27年の産業別総生産では、第１次産業
が71億円（同4.0％）、第２次産業が286億円（同
16.1％）、第３次産業が1,423億円（同80.0％）と
なっており、産業別就業者割合と同様に、第１次
産業、第２次産業が低く、第３次産業の比重が
高い構造となっている。

2

3

　常緑広葉樹林の自然植生が発達したやんばる
の森は、沖縄本島の重要な水源地であるととも
に、ノグチゲラ、ヤンバルクイナ等の貴重な動植物
が生息・生育しており、北部３村（国頭村、大宜
味村、東村）においてやんばる国立公園が新規
指定され、また、同地域が世界自然遺産候補
地となるなど、優れた自然環境を有している。
　本圏域においては、人と自然が共生する環境
共生型社会を構築するため、貴重な動植物の
宝庫であるやんばるの森、ジュゴン等が生息する
海域、美しい海浜等の自然環境を保全するため
の取組を推進している。
　また、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び
西表島」の世界自然遺産登録に向けて、取り組
んでいるところである。

　独特の文化、都市機能の一定集積、米軍施
設等、様々な要素が混在した地域特性を有して
いる本圏域では、この特性を最大限活用した魅
力ある街づくりが推進されている一方、市街地を
分断する広大な駐留軍用地の存在により、長期
にわたり都市形成や交通体系の整備、産業基
盤の整備など、地域の振興開発を図る上で、大
きな課題を抱えてきた。
　個性豊かで魅力あふれる基幹都市圏の形成を
推進するため、人的・物的交流拠点の機能強化
として、中城港湾新港地区における流通加工港
湾の整備の推進、定期船航路の就航や大型ク
ルーズ船の受入体制整備、都市と近郊地域間
の交流を促進する幹線道路の整備に取り組ん
だ。

　本県の歴史・文化・経済を代表する本圏域で
は、個性豊かで魅力あふれる基幹都市圏を形成
するため、空の玄関口である那覇空港、那覇空
港自動車道、沖縄都市モノレール等の整備が図
られてきた。

　本圏域は、独特の平坦な地形からなり、陸域
には農用地に囲まれた田園風景や「与那覇・前
浜」などの美しい砂浜、沿岸域では美しいサンゴ
礁の海が広がるとともに、池間島の北方には国内
最大級のサンゴ礁群（八重干瀬）が広がってい
る。
　また、観光リゾート産業や農林水産業を基幹
産業としながらも、恵まれた自然環境を生かした
マリンスポーツや各種スポーツイベントが盛んな地
域であるとともに、国の重要無形民俗文化財に
指定されているパーントゥや伝統工芸の宮古上
布など固有の文化を育んでいる。

　本圏域は、県内最高峰の於茂登岳を擁する
石垣島、広大な原生林、マングローブ林が広が
り、仲間川など自然度の高い河川が存在する西
表島、日本最西端に位置する与那国島など大
小32の島々からなる島しょ地域である。
　また、石垣島や世界自然遺産候補地でもある
西表島、さらにその周辺海域等が国立公園に指
定されており、多様性に富んだ優れた自然環境
を有している。
　さらに、中国や台湾と近接する与那国町や石
垣市の尖閣諸島を始め、竹富町の波照間島な
ど、我が国の国土及び海洋権益保全の観点から
極めて重要な面的広がりを持っている。

4

⑺ 産業構造

２ 特徴
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資料３

　美しい自然海岸を有し、沖縄海岸国定公園に
も指定されている西海岸地域では多くのリゾート
ホテルが建ち並び、沖縄を代表する観光リゾート
地を形成しており、恵まれた自然景観を生かした
観光リゾート産業とともに、畜産や花き、果樹等
の農業が盛んである。離島地域においては、さとう
きびが基幹作物となっており、また、酒類など県内
大手の製造業者も立地している。
　このほか、周辺町村を含め情報通信関連産業
の集積が図られ、名護市が経済金融活性化特
別地区、名護市及び宜野座村が情報通信産
業特別地区に指定されている。
　このような地域の特性に応じた産業を振興する
ため、自然環境に配慮したエコツーリズムの推
進、農作物の栽培技術向上対策や増産・生産
化の効率化、農業用水源整備、情報通信産業
振興地域制度等の活用促進や情報通信基盤
の高度化の推進等に取り組んできた。

　本圏域は、西海岸を中心に各種レクリエーショ
ン施設、リゾートホテル等が立地し、都市近郊型
のビーチリゾートが形成されているほか、世界遺産
である中城城跡、勝連城跡、座喜味城跡等の
重要な文化財を有している。
　東海岸では、産業支援港湾としての中城湾港
の機能強化、マリーナや人工ビーチによる海洋レ
ジャーなどを展開するスポーツコンベンション拠点
の形成、国内外における情報通信関連産業の
一大拠点としての沖縄ＩＴ津梁パークの整備など
が図られている。
　このような圏域の特色を生かした産業の振興を
図るため、ＭＩＣＥやスポーツキャンプ等の誘致、自
然及び文化を生かした観光スタイルの創出、情
報通信関連企業等の企業誘致、クラウドサービ
ス提供に係るデータセンターの整備、国際物流拠
点産業集積地域における医療機器製造関連産
業をはじめとする先端医療・健康・バイオ関連企
業等の集積に取り組んでいる。
　また、農作物の拠点産地の形成や生産性及び
品質の向上、うるま市など水産業における関連
施設の整備や老朽化した漁港・漁場等生産基
盤施設の維持更新を推進する。

　那覇空港については、国際航空貨物ハブ機能
の強化、滑走路増設の整備や旅客ターミナルの
整備を進めるとともに、那覇港では、国際流通港
湾としての整備が進められている。
　本県の行政、産業等の機能が集積している本
圏域の特性を生かした産業の振興を図るため、
本島東南部地域における海洋性レクリエーション
施設等を活用した観光リゾート空間の形成促
進、情報通信産業振興地域制度等の活用促
進や国内外からの企業立地の促進、離島におけ
る情報通信基盤高度化などに取り組んだ。
　また、那覇空港及び那覇港を基軸とした国際
物流拠点を形成し、関連産業の集積を促進す
るとともに、航空関連産業クラスターの中心となる
航空機整備施設の整備に取り組んだ。農林水
産業の振興については、畜産副産物の高度処
理施設の整備や水産物流通拠点として高度衛
生管理型荷捌施設の整備に向けた取組、農水
産物のブランド化に対する支援などを行った。

　本圏域内に主要都市である宮古島市は、県
内唯一の環境モデル都市に選定されており、太
陽光発電や風力発電、バイオ燃料の活用など、
再生可能エネルギーを積極的に導入しており、低
炭素島しょ社会の構築に向けた取組が進められ
ている。環境共生型社会の構築に向け、全島Ｅ
ＭＳ（エネルギーマネジメントシステム）実証や来
間島再生可能エネルギー100％自活実証、天然
ガスの試掘などに取り組んだ。
　また、拠点都市機能の充実を図るため、交流
拠点である平良港において、耐震強化岸壁等の
整備や大型クルーズ船に対応可能な施設等の
整備を促進するとともに、下地島空港の利活用
に向けた取組、離島住民等の交通コストの負担
軽減などを行っている。
　主要産業である農林水産業については、さとう
きびを基幹作物としつつ、消費者ニーズの多様化
に対応したマンゴー等熱帯果樹の生産も増加す
るなど、自然的・地理的特性を生かした展開が
図られている。
　このような特性を生かした産業の振興を図るた
め、クルーズ船誘致や離島観光の魅力発信、エ
コツーリズムの推進に取り組むとともに、農業用水
源整備やかんがい施設の新設整備、食肉セン
ターの整備、含蜜糖製糖事業者の経営安定に
向けた支援などを行った。

　本圏域における拠点都市機能の充実を図るた
め、交流拠点である石垣港については、防波堤
や岸壁の整備を行うとともに、クルーズ需要の拡
大に伴う大型旅客船ターミナルの整備を進めてい
る。また、国内外との広域交流拠点となる新石
垣空港を平成25年３月に供用開始するととも
に、離島住民等の交通コストの負担軽減に取り
組んでいる。
　本圏域は、八重山上布・ミンサーや与那国織
等の工芸、各島の唄や踊りに代表される伝統芸
能など独特の伝統文化が育まれ、豊かな自然環
境や魅力的な歴史的・文化的特性を有する本
県の代表的な観光リゾート地域の一つであり、特
性を生かした観光リゾート産業の振興が図られ、
宿泊施設等の整備が促進されてきた。
　このような特性を生かした産業の振興を図るた
め、各種伝統行事や伝統芸能、伝統工芸の継
承を図り、各々の島独自の魅力を高めながら、
自然環境に配慮した安全性の高い高品質なエコ
ツーリズムやグリーン・ツーリズムの体験・滞在型観
光の推進などに取り組んだ。
　農林水産業の振興を図るため、パインアップル
産業の体質強化として栽培技術の向上対策、
食肉センターの整備、肉用牛のブランド化推進、
含蜜糖製糖事業者の経営安定に向けた支援な
どを行った。
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　拠点都市である名護市では、郊外に大型商業
施設が立地し、住宅地等の整備も進んでいる一
方で、中心市街地では空き店舗が目立ち、若い
世代の郊外への移動等による都市の活力低下
が懸念されている。名護市から北の地域や離島
においては、過疎化と高齢化が進んでいる。
　また、医師数は増加しているものの、依然として
無医地区が存在することや、圏域全体として産
科、内科等において医師が不足している。
　このような生活圏の充実を図るため、基幹道路
や港湾の整備、本島周辺小規模離島村への水
道用水供給範囲拡大などの水道広域化、離島
住民等の交通コストの負担軽減、必要な医師
等の安定的な確保や介護事業者への支援、へ
き地校における複式学級の教育環境改善や離
島児童生徒への支援など生活環境基盤の整備
を推進し、地域の実情に応じた定住条件の整備
に取り組んできた。

 　都市機能高度化を図るため、北谷町の海岸
保全施設整備、石川浄水場及び北谷浄水場
の施設整備を行うとともに、環境共生型社会の
構築を図るため、河川の水辺環境の再生や赤
土等流出防止対策、水質汚濁対策等の陸域・
水辺環境の保全などに取り組んでいる。

　陸上交通については、那覇空港自動車道、沖
縄西海岸道路の整備を促進し、モノレール延伸
整備や、鉄軌道の導入に向けた取り組みを行うと
ともに、離島地域については、離島住民等の交
通コストの負担軽減などに取り組んだ。
　さらに、機能高度化を図るため、農連市場地
区やモノレール旭橋駅周辺地区の市街地再開
発や本島周辺小規模離島村への水道用水供
給範囲拡大などの水道広域化を推進するととも
に、環境共生型社会の構築を図るため、河川の
水辺環境の再生や赤土等流出防止対策、水
質汚濁対策等の陸域・水辺環境の保全などに
取り組んでいる。

　都市機能が集積する宮古島では、港を中心と
してコンパクトな市街地が形成されてきたが、郊外
への大型店舗や住宅等の立地に伴う市街地の
空洞化、周辺離島等における過疎化と高齢化
が進行している。また、地理的特性により台　風
や干ばつによる影響を受けやすい自然環境にあ
る。
　定住条件の整備を図るため、沖縄本島と先島
地区を結ぶ海底光ケーブルの整備による情報通
信基盤の構築、上水道の施設整備や老朽化・
耐震化対策、県立宮古病院の新築移転、安定
的な医師確保などに取り組んだ。
　また、離島・へき地校における複式学級の教育
環境改善や離島児童生徒への支援などに取り
組んだ。

　都市機能が集積する石垣島では、港を中心と
してコンパクトな市街地が形成されてきた。周辺
離島等においては、過疎化と高齢化が進行して
いる。また、多くの離島を有し、地理的特性により
台風や干ばつによる影響を受けやすい自然環境
にある。
　このような定住条件の整備を図るため、沖縄本
島と先島地区を結ぶ海底光ケーブルの整備によ
る情報通信基盤の構築、上水道の施設整備や
老朽化・耐震化対策、県立八重山病院の新築
移転、安定的な医師確保などに取り組んだ
　また、離島・へき地校における複式学級の教育
環境改善や離島児童生徒への支援などに取り
組んだ。
　本圏域では、新石垣空港の開港等により、入
域観光客は増加し、地域の活性化につながって
いるが、一方で自然環境への負荷の増大も懸念
されている。
　環境共生型社会を構築するため、サンゴ礁の
生息環境保全や「奄美大島、徳之島、沖縄島
北部及び西表島」の世界自然遺産登録に向け
て、取り組んでいるところである。

2

　本圏域では、緑豊かな山々が連なる山林地域
を中心に本圏域面積の約15％が米軍施設・区
域（沖縄県全体の約６割に相当）に供され、その
大部分は演習場として利用されている。
　返還された駐留軍用地跡地利用を推進するた
め、北部訓練場の返還跡地については、国や
村、関係団体と連携し世界自然遺産の登録に
向けた取組を進めるとともに、ギンバル訓練場の
跡地については、地域医療施設やスポーツ施設
等の整備を図った。

　沖縄戦で米軍が沖縄本島に上陸した地である
本圏域では、全体の約４分の１が駐留軍用地に
占められており、本圏域の経済発展を図る上で
大きな障害となっているほか、米軍機騒音等が地
域住民の過重な負担となっている。
　駐留軍用地跡地利用に際しては、沖縄振興
のための貴重な空間として都市構造の歪みを是
正し、県土構造の再編も視野に入れた総合的か
つ効率的な有効利用を図る必要があり、返還さ
れた西普天間住宅地区跡地については、国、
県、宜野湾市、琉球大学等が連携し、沖縄健
康医療拠点の形成に向けた取組が進められてい
る。

　本県の玄関口に位置する那覇港湾施設等の
米軍施設・区域の存在は、良好な都市環境の
形成や本圏域の経済発展を図る上で障害となっ
ている。
　駐留軍用地跡地利用に際しては、沖縄振興
のための貴重な空間として、都市構造の歪みを
是正し、県土構造の再編も視野に入れた総合
的かつ効率的な有効利用を図る必要があり、那
覇港湾施設や牧港補給地区については、交流・
物流の拠点である那覇空港や那覇港に隣接す
るなどの優位性を生かした有効利用に向けて取
組を進めている。

3

２ 特徴

5



沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書（素案） 第５章圏域別展開　整理表

北　　部 中　　部 南　　部 宮　　古 八　重　山項　　目

資料３

　本圏域は、九州・沖縄サミット開催地であり、
国際的に卓越した科学技術に関する教育・研究
機関である沖縄科学技術大学院大学が立地し
ている。
　このような立地を生かし、国際交流の推進や国
際的な研究ネットワークの構築を図るため、海外
子弟交流や各種イベント等を通じたウチナーネッ
トワークの継承・拡大、国際共同研究に対する
支援などに取り組んできた。

　ミュージックタウン音市場などの文化施設等を活
用し、伝統文化と異文化が融合・発展した独特
の音楽文化やエイサー等の伝統芸能などの発信
に取り組んだ。
　国際交流・貢献等の推進を図るため、沖縄ＩＴ
津梁パーク内のアジアＩＴ研修センターを活用し、
アジア各国からの研修生を受け入れるとともに、
沖縄県系人を中心に多元的な交流を行い、国
際的なウチナーネットワークの継承・拡大に取り組
んだ。

　本圏域は、先の大戦において日本軍の司令部
が置かれ、このため苛烈な戦闘に多くの県民が巻
き込まれ、犠牲となった地域であり、戦争の悲惨
さ、平和の尊さを認識し、20万余の戦没者の霊
を慰めることを目的として、糸満市摩文仁（一部
八重瀬町）を中心とする地域が、沖縄戦跡国定
公園に指定されている。
　沖縄戦の歴史的教訓を次世代に伝え、平和を
希求する「沖縄のこころ」を国内外に向けて発信
するため、沖縄県平和祈念資料館における様々
な企画展の開催、戦争体験者の証言をサイトに
掲載するなどの取組を行った。
　また、国際交流・貢献等の推進を図るため、ＪＩ
ＣＡ沖縄と連携し、海外からの研修員受入れや
途上国への技術協力に取り組んだ。
　このほか、国内外に沖縄の文化を発信する人
材を育成するため、県立芸術大学の教育機能
の充実を図った。

　本圏域では、全日本トライアスロン宮古島大会
や各種スポーツのキャンプ地としての受入体制の
整備が図られ、国内外との交流等による地域活
性化の取組が行われている。このほか、国際交流
等の推進を図るため、高校生の文化交流、海外
子弟交流や各種イベント等を通じたウチナーネッ
トワークの継承・拡大などに取り組んできた。

このほか、国際交流等の推進を図るため、高校
生の文化交流、海外子弟交流や各種イベント
等を通じたウチナーネットワークの継承・拡大など
に取り組んできた。

1２ 特徴
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資料３

　名護市では、郊外に大型商業施設が立地し、
住宅地等の整備も進んでいる。一方で、中心市
街地では空き店舗が目立ち、若い世代の郊外へ
の移動等による都市の活力低下が懸念されてお
り、中心市街地の活性化を図る必要がある。
　名護市から北の地域や離島においては、過疎
化と高齢化が進んでいる。また、医師数は増加し
ているものの、依然として無医地区が存在するこ
とや、圏域全体として産科、内科等において医師
が不足しているなどの課題があることから、地域の
実情に応じた定住条件の整備や産業振興が引
き続き求められている。特に、医療提供体制につ
いては、医師の安定的な確保を図り、良質かつ
効率的な医療を提供するため、県立北部病院と
北部地区医師会病院の統合による北部基幹病
院の整備を図る必要がある。

　本圏域では、ミュージックタウン音市場等が整備
され、伝統文化と異文化が融合・発展した独特
の音楽文化が発信されている。独特の文化、都
市機能の一定集積、米軍施設等、様々な要素
が混在した地域特性を最大限活用した魅力ある
街づくりを推進する必要がある。

　那覇市を中心とする都市地域においては、慢
性的な交通渋滞などの都市問題への対応や防
災等の観点を踏まえたまちづくり、都市近郊地域
においては、高付加価値の農産物の安定生産に
向けた取組や良好な住環境の整備が求められて
いる。
　離島地域においては、地域特性を生かした産
業振興等の取組が進められているが、高齢化や
人口減少の進行などにより、地域の活力低下が
懸念されている。また、離島地域における干ばつ
被害を軽減するため、貯水池等の農業用水源
等の整備を図る必要がある。加えて、離島地域
の経済を支えているさとうきびの増産に向けた取
組を推進するとともに自然豊かなイメージを生かし
た農水産物のブランド化を図る必要がある。

　本圏域では、主要産業である農林水産業につ
いて、さとうきびを基幹作物としつつ、消費者ニー
ズの多様化に対応したマンゴー等熱帯果樹の生
産も増加するなど、自然的・地理的特性を生か
した展開が図られてきたが、引き続き、農水産物
等の高付加価値化を進める必要がある。
　都市機能が集積する宮古島では、港を中心と
してコンパクトな市街地が形成されてきたが、郊外
への大型店舗や住宅等の立地に伴う市街地の
空洞化、周辺離島等における過疎化と高齢化
への対応が必要である。医師の安定的な確保な
ど医療提供体制の充実を図る取組についても、
引き続き推進する必要がある。
　また、全日本トライアスロン宮古島大会や各種
スポーツのキャンプ地としての受入体制の整備が
図られ、国内外との交流等による地域活性化の
取組が行われており、広域的なレクリエーション需
要に対応した広域公園の整備が必要である。

    都市機能が集積する石垣島では、港を中心
としてコンパクトな市街地が形成されており、今後
は、新石垣空港へのアクセス道路の整備、石垣
空港の跡地有効利用の検討、周辺離島等にお
ける過疎化と高齢化への対応等が必要である。
医師の安定的な確保など医療提供体制の充実
を図る取組についても、引き続き推進する必要が
ある。
　定住条件の整備が必要であることから、住民生
活に必要な路線の確保、維持及び改善に努め
るとともに、割高な交通・生活コストの低減など、
総合的な離島振興を図る必要がある。
　あわせて、国内観光客のみならず、外国人観
光客を誘致し、圏域の活性化を図るため、自
然、文化等多様な魅力を有しながら認知度等に
課題がある離島地域の積極的な活用が重要と
なっている。

1

2

　一方、本圏域は、市街地を分断する広大な駐
留軍用地の存在により、長期にわたり望ましい都
市形成や交通体系の整備、産業基盤の整備な
ど、地域の振興開発を図る上で、大きな課題を
抱えてきた。駐留軍用地跡地利用に当たっては、
沖縄振興のための貴重な空間として都市構造の
歪みを是正し、県土構造の再編も視野に入れた
総合的かつ効率的な有効利用を図る必要があ
る。
　西普天間住宅地区跡地については、国、宜野
湾市、琉球大学等の関係機関と連携し、琉球
大学医学部及び同附属病院の移設を核とした
沖縄健康医療拠点の形成に向けて取り組む必
要がある。

　沖縄の玄関口に位置する那覇港湾施設等の
米軍施設・区域の存在は、良好な都市環境の
形成や本圏域の経済発展を図る上で障害となっ
ており、中南部圏域の一体的な再編を視野に入
れつつ、那覇空港や那覇港に隣接するなどの優
位性を生かした跡地利用を推進する必要があ
る。このことから、国際物流拠点機能の拡充を図
るための用地拡充や、米軍提供施設用地の使
用などを円滑に進めるため、沖縄防衛局等をは
じめとする関係機関と連携を図る必要がある。ま
た、那覇空港に近い地域において、国際物流ハ
ブ機能の利点を活用する製造・加工を担う企
業、パーツ供給企業の誘致を進めるため、産業
用地の確保に取り組む必要がある。

3

３ 今後の主な
課題

　国内観光客のみならず、外国人観光客を誘致
し、圏域の活性化を図るため、本島地域に加え
て、自然、文化等多様な魅力を有しながら認知
度等に課題がある離島地域の積極的な活用が
重要となっている。
　あわせて、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部
及び西表島」の世界自然遺産登録については、
登録に向けて、希少種保護や外来種対策、持
続可能な観光管理、地域との協働による遺産管
理などに引き続き取り組む必要がある。
　このことから、今後も、地元関係団体、環境
省、林野庁等と連携しながら、自然環境の保全
と持続的な利活用の両立を図る必要がある。

　東海岸では産業支援港湾としての中城湾港の
機能強化、マリーナや人工ビーチによる海洋レ
ジャーなどを展開するスポーツコンベンション拠点
の形成、国内外における情報通信関連産業の
一大拠点としての沖縄ＩＴ津梁パークの整備、高
付加価値・高度部材産業の立地促進などを図
るとともに、中城湾港については、クルーズ船の寄
港数が増加傾向にあることから、クルーズ船の受
入体制の強化を図る必要がある。さらに、東海岸
において南北に伸びる経済の背骨を形成すること
で、強固な経済基盤の形成を目指す必要があ
る。このため、核となる大型ＭＩＣＥ施設の整備や
周辺エリアの整備、賑わいの創出を着実に進める
必要がある。加えて、大型ＭＩＣＥ施設を核として
創出された賑わいを、東海岸サンライズベルト一
帯に連鎖させる必要がある。

　那覇空港の機能強化については、旅客数が
年々増加しており、第二滑走路や、国際線と国
内線を連結し一体化された旅客ターミナル施設
の処理能力を最大限活用する必要がある。ま
た、新たなニーズに対応できる施設整備や将来を
見据えた展開用地の確保等が課題となっている
ことから、中長期的なアジアの航空需要を見据
え、空港能力の一層の向上や旅客ターミナルの
拡充、展開用地の確保等、那覇空港を世界水
準の拠点空港として機能強化を図る必要があ
る。さらに、長期的な需要見込みを基に、空港能
力に対するオーバーフローや後追いのインフラ整備
等が起こらないよう、国等関係機関と連携して取
り組む必要がある。国内観光客のみならず、外
国人観光客を誘致し、圏域の活性化を図るた
め、本島地域に加えて、自然、文化等多様な魅
力を有しながら認知度等に課題がある離島地域
の積極的な活用が重要となっている。
　さらに、東海岸において南北に伸びる経済の背
骨を形成することで、強固な経済基盤の形成を
目指す必要がある。このため、核となる大型ＭＩＣ
Ｅ施設の整備や周辺エリアの整備、賑わいの創
出を着実に進める必要がある。加えて、大型ＭＩ
ＣＥ施設を核として創出された賑わいを、東海岸
サンライズベルト一帯に連鎖させる必要がある。
　情報通信基盤の整備については、離島地域の
超高速ブロードバンド環境の整備促進に、引き
続き取り組む必要がある。また、大東地区におい
ては、中継伝送路（海底光ケーブル）を段階的に
整備し、ループ化による安定性を確保する等、情
報通信環境の強じん化を図る必要がある。

　台風や干ばつによる影響を受けやすい自然環
境にあることから、災害時におけるライフライン確
保のための社会資本の整備が求められている。ま
た、定住条件の整備が必要であることから、住民
生活に必要な路線の確保、維持及び改善に努
めるとともに、割高な交通・生活コストの低減な
ど、総合的な離島振興を図る必要がある。
　下地島空港については、海外の富裕層をター
ゲットとした将来的な観光振興の一つとして、プラ
イベートジェット機等の受入体制構築を促進する
必要がある。
　さらに、国内観光客のみならず、外国人観光客
を誘致し、圏域の活性化を図るため、自然、文
化等多様な魅力を有しながら認知度等に課題
がある離島地域の積極的な活用が重要となって
いる。

　肉用牛のブランド化推進やさとうきび、パインアッ
プル等の生産性及び品質向上、離島地域にお
ける干ばつ被害軽減に向けた貯水池等の農業
用水源の整備などが課題となっている。
　さらに、台風や干ばつによる影響を受けやすい
自然環境にあることから、災害時におけるライフラ
イン確保のための社会資本の整備が必要であ
る。
　新石垣空港の開港等により、入域観光客は増
加し、地域の活性化につながっているが、一方で
は自然環境への負荷の増大も懸念されているた
め、環境容量の考えも念頭においた持続可能な
観光地づくりや適正利用のルールづくりを推進す
る必要がある。
　「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表
島」の世界自然遺産登録については、登録に向
けて、希少種保護や外来種対策、持続可能な
観光管理、地域との協働による遺産管理などに
引き続き取り組む必要がある。
　このことから、今後も、地元関係団体、環境
省、林野庁等と連携しながら、自然環境の保全
と持続的な利活用の両立を図る必要がある。
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資料３

　 　 　那覇空港における滑走路増設整備に向けて、
国は環境影響評価法に基づく環境アセスメントの
手続を終え、平成26年１月に公有水面埋立法
に基づく埋立承認を得るなど、着実に工事を進め
ている。令和２年に予定している増設滑走路の
供用開始により、那覇空港の滑走路処理容量
（年間）は 13.5万回から18.5万回に増加するとさ
れていたところ、平成31年３月に国において、管
制運用方式を工夫することにより24万回とするこ
とが可能と発表された。

　下地島空港については、周辺用地も含めた有
効利用に取り組むため、利活用事業提案募集を
行い、平成29年３月に事業提案者２者と基本合
意を締結した。そのうち国際線旅客施設等の整
備・運営については、民間事業者によるターミナル
施設の整備が進められ、平成31年３月に開業し
たところである。

　八重山圏域の拠点空港である新石垣空港に
ついては、平成25年３月に供用開始となり、増便
や機材の大型化が進んだ。また、国際線の受入
機能を強化するため、国際線旅客施設の増改
築に取り組んでおり、エプロン拡張部の用地造成
等の整備を進めている。 1

　那覇空港における旅客ターミナルの整備として、
国際線利用者の急増に対応するため、平成25
年度に新国際線旅客ターミナルビルを供用開始
し、平成28年度には国際線利用者等のバス駐
車場やモノレール駅までの移動利便性向上のた
め、立体連絡通路を整備した。さらに、平成30年
度には際内連結ターミナルビルを供用開始したこ
とで、施設の受入能力が強化されるとともに、それ
まで別棟だった国内線・国際線・ＬＣＣの旅客ター
ミナル施設が一体化され、利便性が大幅に向上
した。これらにより、那覇空港の年間旅客数につ
いては、平成22年度の1,423万人から、平成29
年度には2,116万人となり、693万人増加してい
る。

2

　中城湾港新港地区における定期船航路の就
航実現に向けて実証実験を行ったことなどによ
り、鹿児島航路と先島航路の定期運航が開始さ
れたほか、京阪航路でも定期航路化を目指して
平成29年８月より実証実験を行っている。
　また、産業支援港湾としての港湾機能向上を
図るため上屋建築工事を行い、平成 27年度に
は西ふ頭、平成29年度には東ふ頭に各１棟が供
用されているほか、自動車貨物集積拠点の形成
を図るため、モータープール等の施設整備を行って
いる。これらの取組などにより、中城湾港（新港地
区）の取扱貨物量は、平成23年の61万トンから
平成29年には95万トンとなり、34万トン増加して
いる。

　那覇港の整備については港湾機能の強化を図
るため、ガントリークレーンを２基増設したこと加え
冷凍コンテナ電源の整備を行ったことで、２隻同
時接岸時にも一般的なサービス水準の施設提
供が可能となり、荷役時間が短縮された。

　交流拠点である港湾整備として、平良港にお
いて、耐震強化岸壁、ふ頭用地、臨港道路、緑
地等の整備を行った。

　交流拠点である港湾の整備として、石垣港に
おいて防波堤、岸壁の整備を行った。

3

　本部港において国際クルーズ船が寄港可能と
なる水深の耐震強化岸壁の整備等を行うなど、
環境整備を進めた。本部港は国際旅客船拠点
形成港湾に指定され、官民の連携が図られてお
り、国際クルーズ船寄港回数及び旅客数の増加
や地元経済への波及効果が期待されている。

　中城湾港における大型クルーズ船の寄港要請
に対応するため、航行の安全性を確認した上で
受入体制を構築した結果、平成30年３月には16
万総トン級のクルーズ船が寄港するなど、中城湾
港（新港地区）におけるクルーズ船寄港回数は増
加傾向にある。

　那覇港の観光客受入体制の充実については、
泊ふ頭８号岸壁における旅客ターミナル及びボー
ディングブリッジの整備、新港ふ頭９号岸壁（貨物
岸壁）における大型クルーズ船の受入機能の強
化、緑地の整備を行うとともに、クルーズ船で寄港
した旅行客に対する歓送迎セレモニーの実施等
により、観光客の満足度向上を図った。これらの
取組により、那覇港におけるクルーズ船寄港回数
については、平成23年の53回から平成29年には
224回に増加しており、那覇港の年間旅客者数
についても平成23年の59万人から平成29年には
166万人となり、107万人増加した。

　平良港は、国際旅客船拠点形成港湾に指定
されており、官民の連携を図りながら、大型クルー
ズ船に対応可能な岸壁や旅客ターミナルの整備
が進められている。

　石垣港においては、平成30年４月にはクルーズ
船専用岸壁の暫定供用がなされるなど、国際ク
ルーズ船の寄港回数や旅客数の増加などが期
待されている。

4

⑴ 空港・港湾の
整備

 ４ 都市機能の形成・充実

8



沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書（素案） 第５章圏域別展開　整理表

北　　部 中　　部 南　　部 宮　　古 八　重　山項　　目

資料３

　拠点都市間の移動の円滑化や慢性的な交通
渋滞の緩和を図るため、沖縄環状線や浦添西
原線の道路拡幅整備等を行った。

　平成27年３月に那覇空港自動車道の豊見城
東道路、平成 29年３月に沖縄西海岸道路の糸
満道路が全線供用開始したほか、ハシゴ道路等
ネットワークの構築に向けて国道507号津嘉山バ
イパスや南部東道路等の道路整備を行った。

　離島苦の解消や地域の活性化に資する伊良
部大橋が平成27年１月に開通した。

1

　モノレール延長整備については、首里駅～てだ
こ浦西駅までの約4.1㎞を延長に向けて整備に取
り組んでおり、令和元年に開通する予定である。
てだこ浦西駅周辺においては、沖縄自動車と浦
添西原線、都市モノレールが連結する優れた交
通結節機能を確保するため、インターチェンジや
1,000台規模のパ－クアンドライド駐車場等の整
備を実施しており、自動車から公共交通への転
換促進が見込まれる。

2

　鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入
に向けて、平成24年度から平成25年度に鉄軌
道のルートや事業スキーム等を検討した結果、特
例的な制度の創設により事業採算性確保の可
能性があることが示された。加えて、鉄軌道の構
想段階における計画案づくりは、平成26年度から
県民や市町村等との情報共有や学識経験者等
で構成される専門委員会での審議を踏まえなが
ら、５つのステップで段階的に検討を進めてきた。
平成30年５月、県は、鉄軌道導入に当たっての
おおむねのルートを含む概略計画及びフィーダー
交通ネットワークのあり方、計画段階以降の課題
や取組方針等についてとりまとめた「沖縄鉄軌道
の構想段階における計画書」を策定した。

　鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入
に向けて、平成24年度から平成25年度に鉄軌
道のルートや事業スキーム等を検討した結果、特
例的な制度の創設により事業採算性確保の可
能性があることが示された。加えて、鉄軌道の構
想段階における計画案づくりは、平成26年度から
県民や市町村等との情報共有や学識経験者等
で構成される専門委員会での審議を踏まえなが
ら、５つのステップで段階的に検討を進めてきた。
平成30年５月、県は、鉄軌道導入に当たっての
おおむねのルートを含む概略計画及びフィーダー
交通ネットワークのあり方、計画段階以降の課題
や取組方針等についてとりまとめた「沖縄鉄軌道
の構想段階における計画書」を策定した。

　鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入
に向けて、平成24年度から平成25年度に鉄軌
道のルートや事業スキーム等を検討した結果、特
例的な制度の創設により事業採算性確保の可
能性があることが示された。さらに、鉄軌道の構想
段階における計画案づくりは、平成26年度から県
民や市町村等との情報共有や学識経験者等で
構成される専門委員会での審議を踏まえなが
ら、５つのステップで段階的に検討を進めてきた。
平成30年５月、県は、鉄軌道導入に当たっての
おおむねのルートを含む概略計画及びフィーダー
交通ネットワークのあり方、計画段階以降の課題
や取組方針等についてとりまとめた「沖縄鉄軌道
の構想段階における計画書」を策定した。

3

⑶ 上下水道の
整備

　上水道の施設整備、老朽化対策及び耐震化
については、石川浄水場への高度浄水処理施
設整備や北谷浄水場の施設整備、送水管布
設工事等を実施したことにより、安全な水道水を
将来にわたり安定的に供給することに寄与してい
る。

　水道サービスの向上等を図るため、一括交付
金を活用して水道広域化を推進し、平成30年３
月から粟国村への水道用水供給を開始した。こ
の取組により、同村の水道料金が約50％低減す
るなど、住民サービスの向上が図られている。

　上水道の施設整備、老朽化対策及び耐震化
については、今後の水需要や水質の安全性を確
保するための施設整備及び老朽化施設の更
新、耐震化を実施したことにより、安全な水道水
を将来にわたり安定的に供給できる水道施設が
整備された。

　上水道の施設整備、老朽化対策及び耐震化
については、今後の水需要や水質の安全性を確
保するための施設整備及び老朽化施設の更
新、耐震化を実施したことにより、安全な水道水
を将来にわたり安定的に供給できる水道施設が
整備された。

4

⑷ 防災対策・
都市機能高度
化

　台風発生時に高潮・波浪等による被害が想定
される海岸や老朽化等により機能が確保されて
いない海岸保全施設の防護機能を確保するた
め、名護市の嘉陽海岸、東村の平良海岸などに
おいて海岸保全施設の整備を行った。

　台風発生時に高潮・波浪等による被害が想定
される海岸や老朽化等により機能が確保されて
いない海岸保全施設の防護機能を確保するた
め、北谷町の宮城海岸、中城湾港海岸（豊原
地区）などにおいて海岸保全施設の整備を行っ
た。

　市街地再開発事業として、老朽建物が密集
し、防災上、都市機能上の課題を抱えていた農
連市場地区（那覇市）において、平成28年12月
に学校棟、平成29年６月に北工区住宅棟が完
成した。平成29年10月には市場棟「のうれんプラ
ザ」が供用され、旧那覇農連市場の移転が行わ
れるなど、「相対売り」を象徴するマチグヮー文化
の継承が図られている。モノレール旭橋駅周辺地
区（那覇市）においては、平成30年９月、バスター
ミナルや商業施設、県立図書館などが入居する
北工区が完成するなど、土地の合理的利用かつ
健全な高度利用が図られている。

5

⑵ 陸上交通基
盤の整備

9



沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書（素案） 第５章圏域別展開　整理表

北　　部 中　　部 南　　部 宮　　古 八　重　山項　　目

資料３

　世界自然遺産登録に向けて、候補地となるや
んばる地域の国立公園区域の指定等が必要で
あったことから、地域において関係機関と協議を
行い、国において指定等が行われた。
　「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表
島」の世界自然遺産登録については、国において
北部訓練場返還地の大半を推薦地に追加する
など、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の指摘に対
応した上で平成31年２月１日に推薦書を提出し
ており、引き続き2020年の確実な遺産登録に向
けて、取り組んでいるところである。

　 　サンゴ礁の生息環境保全のため、オニヒトデの
駆除等を行うとともに、平成25年度にオーストラリ
ア国立海洋科学研究所（ＡＩＭＳ）と研究協力協
定を締結し、効率的なオニヒトデ対策の研究に
取り組んでいる。
　「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表
島」の世界自然遺産登録については、国において
北部訓練場返還地の大半を推薦地に追加する
など、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の指摘に対
応した上で平成31年２月１日に推薦書を提出し
ており、引き続き2020年の確実な遺産登録に向
けて、取り組んでいるところである。

1

 　マングースの防止対策やマングース探索犬を活
用した捕獲対策を行ったことにより環境省による
ヤンバルクイナの推定個体調査では、平成17年
の約700羽から平成29年には約1,500羽まで回復
していることが確認されており、推定生息範囲に
ついても、平成24年度以降、基準値である173
メッシュ以上の値で推移している。（メッシュとは一
定の経線・緯線で地域を網の目状に区画（一区
画約1.3×0.9km）したもの）
　さらに、自然環境の再生については、本県の大
きな財産である沖縄らしい豊かな自然環境を取
り戻すため、自然環境の変遷等の実態調査を行
い、失われた自然環境の特徴や課題、再生事
業の実施に当たって必要な事項を取りまとめた
「沖縄県自然環境再生指針」を策定し、自然環
境再生の取組を推進している。
　また、再生事業を推進するに当たり、東村慶佐
次川において同指針を踏まえたモデル事業を展
開し、再生事業におけるノウハウや課題等の抽出
を行ったところである。

　本県の大きな財産である沖縄らしい豊かな自
然環境を取り戻すため、自然環境の変遷等の実
態調査を行い、失われた自然環境の特徴や課
題、再生事業の実施に当たって必要な事項を取
りまとめた「沖縄県自然環境再生指針」を策定
し、自然環境再生の取組を推進している。
　河川の水辺環境の再生に向けて、住民の河川
に対する美化意識及び地域イメージの向上を図
るため、自然環境に配慮しながら、小波津川など
の河川における護岸工事等の整備を行った。

　本県の大きな財産である沖縄らしい豊かな自
然環境を取り戻すため、自然環境の変遷等の実
態調査を行い、失われた自然環境の特徴や課
題、再生事業の実施に当たって必要な事項を取
りまとめた「沖縄県自然環境再生指針」を策定
し、自然環境再生の取組を推進している。
　水質汚濁対策については、浄化槽設置者に対
する講習会や｢浄化槽の日｣イベントを集客力の
高い施設等で開催し、維持管理の意識向上を
図るとともに、汚水処理施設を整備したことで、
汚水処理人口普及率は着実に向上している。
　また、水質測定機器等を整備することで、水質
監視体制の維持及び強化に取り組んでいる。

2

　赤土等流出問題については、環境教育、講習
会等の実施により、赤土等流出問題に対する認
識及び理解の向上、沖縄県赤土等流出防止
条例による開発行為届出の周知、及び赤土等
流出防止対策の技術向上が図られた。
　農地からの赤土等流出防止対策については、
赤土等流出防止対策地域協議会を設置してい
る圏域内６市町村（大宜味村等）を支援し、農
業環境コーディネーター（農家が行う赤土等流出
対策を支援する人材）を育成するとともに、カバー
クロップ栽培やグリーンベルト設置等を推進し、農
家への普及啓発に取り組んでいる。

　赤土等流出問題については、環境教育、講習
会等の実施により、赤土等流出問題に対する認
識及び理解の向上、沖縄県赤土等流出防止
条例による開発行為届出の周知、及び赤土等
流出防止対策の技術向上が図られた。
　 水質汚濁対策については、浄化槽設置者に
対する講習会や｢浄化槽の日｣イベントを集客力
の高い施設等で開催し、維持管理の意識向上
を図るとともに、汚水処理施設を整備したことで、
汚水処理人口普及率は着実に向上している。
　また、水質測定機器等を整備することで、水質
監視体制の維持及び強化に取り組んでいる。

　赤土等流出問題については、環境教育、講習
会等の実施により、赤土等流出問題に対する認
識及び理解の向上、沖縄県赤土等流出防止
条例による開発行為届出の周知、及び赤土等
流出防止対策の技術向上が図られた。
　また、農地からの赤土等流出防止対策につい
ては、赤土等流出防止対策地域協議会を設置
している糸満市、久米島町を支援し、農業環境
コーディネーター（農家が行う赤土等流出対策を
支援する人材）を育成するとともに、カバークロップ
栽培やグリーンベルト設置等を推進し、農家への
普及啓発に取り組んでいる。

　赤土等流出問題については、環境教育、講習
会等の実施により、赤土等流出問題に対する認
識及び理解の向上、沖縄県赤土等流出防止
条例による開発行為届出の周知、及び赤土等
流出防止対策の技術向上が図られた。
　また、農地からの赤土等流出防止対策につい
ては、赤土等流出防止対策地域協議会を設置
している石垣市、竹富町を支援し、農業環境
コーディネーター（農家が行う赤土等流出対策を
支援する人材）を育成するとともに、カバークロップ
栽培やグリーンベルト設置等を推進し、農家への
普及啓発に取り組んでいる。

3

⑵ 循環型社
会の構築

　スマートエネルギーの普及拡大を図るため、名
護市に1,000ｋWの太陽光発電設備及び大宜味
村への4,000ｋWの風力発電設備を設置し、系統
の安定化対策に関する実証研究を実施した。

　クリーンエネルギーの安定的な需給システムの構
築や普及に向けた取組を促進するため、宮古島
内の電力需給のコントロールを目指した全島ＥＭ
Ｓ（エネルギーマネジメントシステム）実証、太陽光
発電と蓄電池システムを組み合わせた来間島再
生可能エネルギー100％自活実証を行った。
　この結果、天候に左右されやすい電源である再
生可能エネルギーを最適に制御し、更なる普及
拡大に向けての成果や知見が得られている。
　また、県内における天然ガスの有効活用を促進
するため、宮古島において天然ガスの試掘事業を
実施し、天然ガスの賦存が確認できたことから、
宮古島市と連携して利活用に向けて取り組んで
おり、平成29年度には、県から宮古島市に試掘
権を譲渡した。

4

 ５ 環境共生型社会の構築

⑴ 自然環境の
保全・再生・適
正利用
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沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書（素案） 第５章圏域別展開　整理表

北　　部 中　　部 南　　部 宮　　古 八　重　山項　　目

資料３

　産業廃棄物管理型最終処分場の残余容量
がひっ迫しており、喫緊に整備する必要があるた
め、平成25年３月に実施主体となる沖縄県環境
整備センター株式会社を設立し、同年９月には
名護市安和区、名護市、環境整備センター及び
沖縄県の四者間で基本合意を締結した。平成
27年度に基本設計及び事業用地の取得、平成
28年度に実施設計、平成29年度に廃棄物処理
施設の設置許可及び開発許可を取得し、本体
工事に着手した。令和元年度の供用開始を目
指し工事を実施している。

　一般廃棄物及び産業廃棄物の適正処理の推
進については、離島間や沖縄本島との連携によ
る運搬ルートの合理化、一般廃棄物処理施設
における産業廃棄物のあわせ処理、産業廃棄物
処理施設における一般廃棄物処理の特例の活
用等、発生した廃棄物等を適正かつ効率的に
処理する体制を構築するための取組を行ってい
る。

1

　離島市町村の効率的なごみ処理体制を構築
するため、平成26年度に伊平屋村、伊是名村
及び伊江村を対象として、ごみ運搬費低減等の
具体的方策のシミュレートを行い、広域化による
コストの低減策を自治体ごとに示すことができた。
平成29年度からは、離島のごみ処理経費軽減
のため、ごみ処理状況及び処理体制の調査、ご
み処理状況個別票（カルテ）の作成など、離島の
廃棄物処理の構造的不利性解消に係る調査
等を実施した。

　離島市町村の効率的なごみ処理体制を構築
するため、南北大東島地域等を対象として、ごみ
運搬費低減等の具体的方策のシミュレートを行
い、広域化によるコストの低減策を自治体ごとに
示すことができた。平成29年度からは、離島のご
み処理経費軽減のため、ごみ処理状況及び処
理体制の調査、ごみ処理状況個別票（カルテ）の
作成など、離島の廃棄物処理の構造的不利性
解消に係る調査等を実施した。
　さらに、課題のある廃棄物の効率的な処理方
法や焼却灰等の再資源化方法について検討し、
リサイクル率の向上及び最終処分場の延命化に
向け取り組んでいる。

　離島市町村の効率的なごみ処理体制を構築
するため、平成27年度に宮古地域を対象として、
ごみ運搬費低減等の具体的方策のシミュレート
を行い、広域化によるコストの低減策を自治体ご
とに示すことができた。平成29年度からは、離島
のごみ処理経費軽減のため、ごみ処理状況及び
処理体制の調査、ごみ処理状況個別票（カル
テ）の作成など、離島の廃棄物処理の構造的不
利性解消に係る調査等を実施した。

　離島市町村の効率的なごみ処理体制を構築
するため、平成27年度に八重山地域を対象とし
て、ごみ運搬費低減等の具体的方策のシミュ
レートを行い、広域化によるコストの低減策を自
治体ごとに示すことができた。平成29年度からは、
離島のごみ処理経費軽減のため、ごみ処理状況
及び処理体制の調査、ごみ処理状況個別票（カ
ルテ）の作成など、離島の廃棄物処理の構造的
不利性解消に係る調査等を実施した。

2

⑴ 観光ﾘｿﾞｰ
ﾄ産業の振興

　自然環境に配慮した安全性の高い高品質なエ
コツーリズムを推進するため、コーディネーター育成
研修会、世界自然遺産登録などエコツーリズム
に関する国内外の情勢や諸課題をテーマとした
ワークショップの開催等を通じて情報発信を行っ
た。

　宜野湾市から読谷村に至る西海岸地域におけ
る観光コンベンションリゾートとしてのまちづくりを促
進するため、ＭＩＣＥ見本市・商談会への出展や
誘致セミナーを開催したほか、ＦＡＭツアー（現地
訪問視察）などによる誘致・広報事業を実施し
た。また、歴史的建造物など会議・レセプションの
開催場所として特別感や沖縄らしさを演出できる
施設（ユニークベニュー）の整備や、自然・文化・
芸能など沖縄の魅力を生かした体験プログラム、
沖縄オリジナルのＭＩＣＥ商品の開発を促進した。

　ＭＩＣＥ見本市・商談会への出展や誘致セミ
ナーを開催したほか、ＦＡＭツアー（現地訪問視
察）などによる誘致・広報事業を実施した。また、
歴史的建造物など会議・レセプションの開催場
所として特別感や沖縄らしさを演出できる施設
（ユニークベニュー）、自然・文化・芸能など沖縄の
魅力を生かした体験プログラム、沖縄オリジナルの
ＭＩＣＥ商品の開発を促進した。
　大型ＭＩＣＥ施設の整備に向けては、早期の供
用開始に向けて需要・収支見込みの精度向上
に取り組んだ。また、大型ＭＩＣＥエリア振興に関す
る協議会等を開催し、大型ＭＩＣＥ受入環境整
備に向けた港湾計画、都市計画及び交通計画
の見直しに係る関係部局や地元自治体と情報
共有等を行い、平成30年２月に港湾計画変更
の公示が行われた。さらに、大型ＭＩＣＥ施設への
移動利便性向上に資する、道路整備事業の進
捗状況の確認や利便性の高い公共交通ネット
ワークの構築に向けた課題整理等を行った。

　離島の知名度向上を図るため、ＷＥＢサイトに
より離島情報を発信した。さらに、沖縄が持つ
様々な地域観光資源を活用した沖縄独自の観
光商品（高付加価値型観光）の開発、着地型
体験観光メニュー、外国人向けエンターテイメン
ト、教育分野における新たな旅行プログラムの開
発等の支援を行い、観光客のニーズを踏まえた
独自の着地型・滞在型観光を推進した。
　このほか、自然環境に配慮した安全性の高い
高品質なエコツーリズムを推進するため、エコツー
リズムに関する国内外の情勢や諸課題研究大
会の開催等を通じてエコツーリズムの情報発信を
行った。

　離島の知名度向上を図るため、ＷＥＢサイトに
より離島情報を発信した。
　自然環境に配慮した安全性の高い高品質なエ
コツーリズムを推進するため、コーディネーター育成
研修会、世界自然遺産登録に向けたワークショッ
プの開催等を通じてエコツーリズムの情報発信を
支援するとともに、エコツーリズム認証制度に関す
る基礎調査を実施した。
　さらに、自然環境等の保全に配慮した観光地
づくりの強化を図るため、市町村等が行う保全
ルールの看板設置などを支援するとともに、新た
な観光資源を活用した観光メニュー造成のため
のアドバイザー派遣等を行った。

3

⑵ 循環型社
会の構築

 ６ 圏域の特色を生かした産業の振興
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　自然環境等の保全に配慮した観光地づくりの
強化を図るため、市町村等が行う保全ルールの
看板設置などを支援するとともに、新たな観光資
源を活用した観光メニュー造成のためのアドバイ
ザー派遣等を行った。世界自然遺産登録を目指
している国頭村、大宜味村、東村のやんばる３村
においては、地域固有の資源を持続可能な形で
活用した観光による地域振興を図るため、３村が
一体となり「やんばる森林ツーリズム推進全体構
想」を策定した。
　国際観光に対応できる人材の育成を図るた
め、観光関連企業が実施する語学等の研修に
対しての講師派遣や、語学にたけた人材確保へ
の支援等を行った。さらに、地域住民等との協働
による緑化を推進し、風景づくりを進めるため、沖
縄県植樹祭、緑化コンクール、緑の少年団育成
等による普及啓発や学校・自治会・市町村等へ
の花苗の提供、さらに地域住民等による「花と緑
の名所づくり」への支援を行った。

　スポーツキャンプ等の誘致については、スポーツ
施設の環境を整備するため、芝生の専門的管
理技術を有する人材を育成した。グラウンド管理
モデル事業や巡回支援を沖縄市や中城村等の
陸上競技場などで実施したことにより、各市町村
等の芝生管理に対する認識が向上するとともにグ
ラウンドの芝生環境は改善し、多くのサッカーチー
ムのキャンプ受入れにつながった。
　さらに、自然環境等の保全に配慮した観光地
づくりの強化を図るため、市町村等が行う保全
ルールの看板設置などを支援するとともに、新た
な観光資源を活用した観光メニュー造成のため
のアドバイザー派遣等を行った。また、地域住民
等との協働による緑化を推進するため、沖縄県
植樹祭、緑化コンクール、緑の少年団育成等に
よる普及啓発や学校・自治会・市町村等への花
苗の提供、さらに地域住民等による「花と緑の名
所づくり」への支援を行った。

　平成26年に慶良間諸島及び周辺海域が国立
公園に指定されたこと等もあり、外国人を含む観
光客が大幅に増加していることから、観光客がダ
イビング等の観光サービスを安心して利用できるよ
う、経営者向けセミナーの開催及びガイドダイバー
養成等の人材育成を行ったほか、世界的な博覧
会を沖縄で開催し、外国人ダイバーの誘客に取
り組んだ。
　このほか、自然環境等の保全に配慮した観光
地づくりの強化を図るため、市町村等が行う保全
ルールの看板設置などを支援するとともに、新た
な観光資源を活用した観光メニュー造成のため
のアドバイザー派遣等を行った。また、地域住民
等との協働による緑化を推進するため、沖縄県
植樹祭、緑化コンクール、緑の少年団育成等に
よる普及啓発や学校・自治会・市町村等への花
苗の提供、さらに地域住民等による「花と緑の名
所づくり」への支援を行った。

1

　本島東南部の与那原町から南城市、八重瀬
町に至る地域に海洋性レジャー拠点を創出する
ため、中城湾港の西原・与那原地区において、
浮桟橋やボートヤード、給油施設等、全てのマ
リーナ施設の整備を平成27年度に完了した。仲
伊保地区、馬天地区においては、小型船の係留
施設等の事業に着手した。

　クルーズ船誘致として、船社訪問や展示会出
展、ポートセールスなどを実施したほか、乗客の満
足度向上を図るため、受入団体への支援、歓送
迎セレモニーの実施など、乗客のニーズに合った
受入体制強化を推進し、満足度向上を図った。
これらなどにより、平良港におけるクルーズ船寄港
回数は、平成23年の５回から平成29年には130
回と、約26倍に増加した。宮古島市の入域観光
客数は、航空路線の拡充などもあり、平成 23年
度の33.2万人から平成29年度には98.8万人と、
６年間で約３倍に増加した。

　クルーズ船誘致として、船社訪問や展示会出
展、ポートセールスなどを実施したほか、乗客の満
足度向上を図るため、受入団体への支援、歓送
迎セレモニーの実施など、乗客のニーズに合った
受入体制強化を推進し、満足度向上を図った。
　これらなどにより、石垣港におけるクルーズ船寄
港回数は、平成23年の49回から平成29年には
132回に増加した。さらに、平成25年３月の新石
垣空港の供用開始によって県外直行便の増便
や機材の大型化が進んだことなどにより、八重山
の入域観光客数は、平成23年度の64.8万人か
ら平成29年度には136.3万人と、約2.1倍に増加
した。

2

　県内ベンチャー企業等の資金調達の仕組みを
整備するため、ベンチャー企業の育成や支援を行
うとともに、その設立や活動への補助を行い、経
済金融活性化特別地区内におけるビジネス創
出の可能性調査を実施した。
　このほか、情報通信関連産業の振興について
は、企業誘致に係る情報収集や情報提供、国
内外でのプロモーション等を行い、国内外からの
企業立地を促進した。また、情報通信産業振興
地域制度等に関する説明会や企業誘致セミ
ナーの開催、展示会への参加、「沖縄特区・地
域税制活用ワンストップ相談窓口」の活用などに
より、経済団体や個別企業等へのきめ細かな周
知活動を行ったこと等により、情報通信関連企
業の立地数は着実に増加している。

　企業誘致に係る情報収集や情報提供、国内
外でのプロモーションを行い国内外からの企業立
地を促進した。
　情報系人材の育成・確保については、県内外
の企業との情報交換を通じて企業側のニーズを
把握し、ソフトウェア開発をはじめとする各分野の
人材育成やＵＪＩターン人材のマッチング支援等を
行ったことにより、業界での雇用が促進された。

　企業誘致に係る情報収集や情報提供、国内
外でのプロモーションを行い、国内外からの企業
立地を促進した。

　離島地域への情報通信関連企業の立地促進
を図るため、情報通信産業振興地域制度に関
する説明会や企業誘致セミナーの開催、展示会
への参加を通して周知活動を行った。

3

　情報通信基盤の整備については、クラウドサー
ビス提供に係る基盤整備のため、非常用発電設
備や免震装置を備えたデータセンターである「沖
縄情報通信センター」を整備し、平成27年に供
用開始した。また、沖縄ＩＴ津梁パークにおける企
業集積施設については、平成30年までに４棟が
供用開始されている。令和元年には更にもう１棟
の供用開始に向けて整備がすすめられている。
　これらなどにより、沖縄ＩＴ津梁パークには、平成
30年９月末時点、ソフトウェア開発等の企業28
社が立地しており、同施設の整備が情報通信関
連企業の集積に一定の成果を上げている。

　離島地域における情報通信基盤の高度化につ
いては、離島地区と都市部との情報格差是正や
高度な情報通信技術の利活用環境の形成を図
るため、沖縄本島とを結ぶ海底光ケーブルの整備
に取り組んだ。これにより、高速大容量かつ災害
や障害に強い安定的な情報通信基盤が構築さ
れたほか、民間通信事業者による基盤の整備を
促進し、各離島における超高速ブロードバンド環
境の整備が促進された。

4

⑴ 観光ﾘｿﾞｰ
ﾄ産業の振興

⑵ 情報通信関
連産業の振興
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⑵ 情報通信関
連産業の振興

　それまでの金融業務特別地区制度を拡充する
形で平成26年度に経済金融活性化特別地区
制度が創設され、税制優遇措置による金融関
連産業をはじめとした多様な産業の集積を促進
した。これらなどにより、金融関連企業と新たに対
象産業に加わった情報通信関連企業の立地数
については、平成24年度から平成29年度までの
６年間で34社から42社に、雇用者数は1,005人
から1,082人に増加するなど、企業の集積と雇用
の創出が図られた。

　情報通信産業振興地域制度等については、
説明会や企業誘致セミナーの開催、展示会への
参加、「沖縄特区・税制活用ワンストップ窓口」
の活用などにより、経済団体や個別企業等に対
する周知活動やサポート体制を強化したこと等に
より、情報通信関連企業の立地数は着実に増
加している。

　情報通信産業振興地域制度等に関する説明
会や企業誘致セミナーの開催、展示会への参
加、「沖縄特区・税制活用ワンストップ窓口」の
活用などにより、経済団体や個別企業等に対す
る周知活動やサポート体制を強化したこと等によ
り、情報通信関連企業の立地数は着実に増加
している。情報系人材の育成・確保については、
県内外の企業との情報交換を通じて企業側の
ニーズを把握し、ソフトウェア開発をはじめとする各
分野の人材育成やＵＪＩターン人材のマッチング支
援等を行ったことにより、業界での雇用が促進さ
れた。

1

⑶ 臨空・臨港
型産業の振興

　中城湾港の整備として上屋建築工事を行い、
一時保管及び荷さばき場不足の解消により産業
支援港湾としての機能の向上が図られた。国際
物流拠点を形成し、企業の立地を促進するた
め、国内外で開催した企業誘致セミナーにおい
て、国際物流拠点産業集積地域を紹介したほ
か、沖縄に関心を持った企業を招へいした視察ツ
アー等を実施した。
　また、平成25年度から平成29年度の間に、国
際物流拠点産業集積地域旧うるま地区におい
て賃貸工場を合計22棟整備するなど、立地企
業の初期投資に係る負担軽減を図っている。ま
た、同地区の一角では、素形材産業振興施設
（長屋型賃貸工場）を整備し、サポーティング関
連企業の集積を図るとともに、先端的な加工機
器を設置した金型技術研究センターを併設し、こ
れを活用した金型技術等に関する技術指導、研
究開発、人材育成、機器提供等を行っており、
ものづくり基盤技術の強化に取り組んでいる。
　さらに、輸送コストの低減のため、企業の搬入
搬出に係る輸送費を助成しており、企業誘致の
インセンティブとなっている。

　国際物流拠点を形成し、企業の立地を促進す
るため、国内外で開催した企業誘致セミナーにお
いて、国際物流拠点産業集積地域を紹介した
ほか、沖縄に関心を持った企業を招へいした視察
ツアー等を実施した。また、国際物流拠点産業
集積地域旧那覇地区においては、ロジスティクス
センターを整備し、平成27年４月に供用が開始さ
れた。
　また、国内外の航空機整備需要の増大が見
込まれること等を踏まえ、那覇空港内において航
空機整備施設を整備し、平成31年１月から航
空機整備専門会社による航空機整備事業が開
始された。本県では、航空関連産業クラスターの
形成に向け、関連する産業の誘致を図っている。
　さらに、那覇空港における国際航空貨物便の
就航促進を図るため、国に対し着陸料等の軽減
措置継続の要望を行い、適用期限が延長された
ことなどから、那覇空港の海外路線数（貨物便）
は、平成23年の５路線から、平成29年は７路線
に増加した。

2

⑷ 産業イノベー
ションの推進

　産業高度化・事業革新促進地域制度（産業
イノベーション制度）において、「沖縄特区・税制
活用ワンストップ窓口」を活用し、経済団体や個
別企業等へのきめ細かな周知活動を行った。こ
れらの取組などにより、企業の税に係る軽減措置
等の制度活用に向けた措置実施計画の申請及
びその認定数が毎年一定程度あり、技術の向上
や新事業の創出等に資することができた。

　国際物流拠点産業集積地域制度及び産業
高度化・事業革新促進地域制度（産業イノベー
ション制度）において、「沖縄特区・地域税制活
用ワンストップ相談窓口」を活用し、経済団体や
個別企業等へのきめ細かな周知活動を行った。
これらの取組などにより、域内企業における税の
軽減措置等の制度活用数は順調に増加し、新
たな企業の誘致や域内企業の技術の向上や新
事業の創出等に資することができた。

　国際物流拠点産業集積地域制度及び産業
高度化・事業革新促進地域制度（産業イノベー
ション制度）において、「沖縄特区・地域税制活
用ワンストップ相談窓口」を活用し、経済団体や
個別企業等へのきめ細かな周知活動を行った。
これらの取組などにより、域内企業における税の
軽減措置等の制度活用数は順調に増加し、新
たな企業の誘致や域内企業の技術の向上や新
事業の創出等に資することができた。

　産業高度化・事業革新促進地域制度（産業
イノベーション制度）において、「沖縄特区・税制
活用ワンストップ窓口」を活用し、経済団体や個
別企業等へのきめ細かな周知活動を行った。こ
れらの取組などにより、企業における税の軽減措
置等の制度活用に向けた措置実施計画の申請
及びその認定数が毎年度一定程度あり、技術の
向上や新事業の創出等に資することができた。

　産業高度化・事業革新促進地域制度（産業
イノベーション制度）において、企業の税の軽減措
置等に関する制度活用に向けた措置実施計画
の申請及びその認定数が毎年度一定程度あり、
技術の向上や新事業の創出等に資することがで
きた。
　このほか、離島地域への情報通信関連企業の
立地促進を図るため、情報通信産業振興地域
制度に関する説明会や企業誘致セミナーの開
催、展示会への参加を通して周知活動を行っ
た。

3
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資料３

1

　漁協等と連携し高付加価値化を図るための商
品開発に取り組むとともに、近海魚介類の資源
管理方策を策定し、持続的利用に向けた取組
を実施した。また、水産物生産基盤においては、
老朽化した漁港・漁場施設の維持更新整備を
計画的に行うため、23漁港で機能保全計画書を
策定し、４漁港で保全対策工事を実施した。さら
に、耐用年数を迎えた浮魚礁６基を更新するとと
もに、防波堤の機能強化や係留施設の新設を
実施した。

　漁協等と連携し高付加価値化を図るための商
品開発に取り組むとともに、近海魚介類の資源
管理方策を策定し、持続的利用に向けた取組
を実施した。また、水産物生産基盤においては、
老朽化した漁港・漁場施設の維持更新整備を
計画的に行うため、12漁港で機能保全計画書を
策定し、５漁港で保全対策工事を実施するとと
もに、耐用年数を迎えた浮魚礁６基を更新した。

　那覇空港に近接する糸満漁港に国際航空物
流ハブを生かした新たな水産物の流通拠点を形
成するため、高度衛生管理型荷捌施設の整備
に向けた基本設計を平成27年度に行った。
　さらに、水産物生産基盤の整備として、漁船の
安全係留を可能とする防波堤や防風施設等の
整備を行ったほか、平成30年度には南大東漁港
（北大東地区）が供用開始された。

　マチ類などの近海魚介類の資源管理を実施す
るとともに、モズクやクルマエビなどのつくり育てる漁
業の推進を図った。また、漁業取締船「はやて」に
よる巡視等、漁場秩序の維持に取り組んだ。水
産物生産基盤においては、老朽化した漁港・漁
場施設の維持更新整備を計画的に行うため、11
漁港で機能保全計画書を策定し、４漁港で保
全対策工事を実施するとともに、耐用年数を迎
えた浮魚礁７基を更新した。さらに、漁業者の就
労環境改善を目的に浮桟橋等の整備を実施し
た。

　マチ類などの近海魚介類の資源管理を実施す
るとともに、モズクやハタ類などのつくり育てる漁業
の推進を図った。また、漁業取締船「はやて」によ
る巡視等、漁場秩序の維持に取り組んだ。水産
物生産基盤においては、老朽化した漁港・漁場
施設の維持更新整備を計画的に行うため、８漁
港で機能保全計 画書を策定し、２漁港で保全
対策工事を実施するとともに、耐用年数を迎えた
浮魚 礁７基を更新した。さらに、係留施設の耐
震改良整備等を実施した。

2

⑹ 地域産業の
振興

　文化資源を活用した新たな観光コンテンツを創
出する取組として、琉球王朝時代の読谷村の偉
人をモチーフにした舞台公演等、地域の伝統芸
能や組踊、エイサーなど沖縄の多様な文化資源
の要素を取り入れつつ、エンターテインメント性も
組み込んだ新たな観光コンテンツの創出を支援
し、観光誘客を図った。
　このほか、県内の団体等が行う文化資源を活
用した取組として、沖縄市の商店街地区にアー
ティストの滞在を通じた創造拠点の形成を図る取
組を支援した。アーティスト等が商店街まつりの企
画運営に参画したことにより、まつりの来場者数が
増える等、地域のにぎわい創出に寄与した。

3

⑸ 農林水産業
の振興

　 パインアップル産業の体質を強化し、農家経営
の安定を図るため、北部各市町村産地協議会
の開催、優良種苗増殖の委託、優良栽培の技
術展示ほの設置や栽培講習会の開催等による
栽培技術の向上対策を実施したほか、パインアッ
プル品質向上施設として強化型パイプハウスを整
備した。加えて、北部地域の６次産業化の取り
組みを推進するため、農林漁業者に対し、商品
開発や販路開拓などの支援を実施した。
　また、亜熱帯性気候の特色を生かしたおきなわ
ブランドを確立するため、優良種雄牛の確保や肉
用牛拠点産地の認定、原種豚の生産・譲渡等
を実施した。
　さらに、リュウキュウマツの病害虫対策として、薬
剤散布を59.9㏊、松くい虫被害木の伐倒駆除を
744㎡ 実施するなど、保全対象松林とその他松
林に対する総合的な防除を実施した。
　あわせて、さとうきびの増産及び生産の効率化
を図るため、病害虫対策やかん水対策等の実
施、ハーベスタ等の農業機械を整備するとともに、
含蜜糖製造事業者の経営安定を目的として、
含蜜糖の製造コストに関する不利性の緩和な
ど、圏域内にある含蜜糖製造事業者に対して経
費の一部支援を行ったほか、圏域内の含蜜糖製
糖工場１工場の建替えに対して支援した。
　このほか、干ばつ被害の軽減や農産物の収量
増大及び品質向上を図るため、国営伊江地区
における地下ダム等の農業用水源整備やかんが
い施設の新設整備を実施するとともに、営農条
件改善のため農地の整形や集積化を行うほ場
整備を実施した。

　園芸品目のブランド化に向けた安定生産と品
質向上に資する栽培技術の高位平準化等を図
るため、栽培施設等の整備支援、各種技術実
証展示ほの設置等を実施するとともに、中部地
域の６次産業化の取り組みを推進するため、農
林漁業者に対し、商品開発や販路開拓などの
支援を実施した。
　さとうきびの増産及び生産の効率化を図るた
め、さとうきび生産総合対策事業や種苗対策事
業、増産基金等を活用して病害虫対策やかん
水対策等の実施、ハーベスタ等の農業機械を整
備した。そのほか、干ばつ被害の軽減や農産物の
収量増大及び品質向上を図るため、農業用水
源整備やかんがい施設の新設整備を実施した。
さらに、施設の長寿命化対策のための機能保全
計画を長浜地区（読谷村）や石川地区（うるま
市）で策定し、効率的な施設機能の維持・発揮
に取り組んでいる。

　食肉等流通体制と畜産副産物の循環サイクル
の確保に向け、沖縄県畜産副産物事業協同組
合に対して補助を行い、平成25年11月南城市
に畜産副産物の高度処理施設を整備した。
　あわせて、園芸品目のブランド化に向けた安定
生産と品質向上に資する栽培技術の高位平準
化等を図るため、栽培施設等の整備支援、各種
技術実証展示ほの設置等を実施するとともに、
南部地域の６次産業化の取り組みを推進するた
め、農林漁業者に対し、商品開発や販路開拓、
加工施設等の整備支援を実施した。
      さとうきびの増産及び生産の効率化を図るた
め、さとうきび生産総合対策事業や種苗対策事
業、増産基金等を活用して病害虫対策やかん
水対策等の実施、ハーベスタ等の農業機械を整
備含蜜糖製造事業者の経営安定を目的とし
て、含蜜糖の製造コストに関する不利性の緩和
など、圏域内にある含蜜糖製造事業者に対して
経費の一部支援を行った。
      加えて、干ばつ被害の軽減や農産物の収量
増大及び品質向上を図るため、農業用水源整
備やかんがい施設の新設整備と併せて更新整備
による施設の長寿命化対策を実施した。

　食肉等の安全・安心を確保するため、平成28
年３月に宮古食肉センターの整備が完了した。こ
れにより、これまで沖縄本島で行われてきた宮古
牛のと畜解体が島内で可能となるなど、センター
の機能充実につながった。
　また、含蜜糖製造事業者の経営安定を目的と
して、含蜜糖の製造コストに関する不利性の緩
和など、圏域内にある含蜜糖製造事業者に対し
て経費の一部支援を行ったほか、圏域内の含蜜
糖製糖工場１工場の建替えに対して支援してい
る。
　このほか、園芸品目のブランド化に向けた安定
生産と品質向上に資する栽培技術の高位平準
化等を図るため、栽培施設等の整備支援、各種
技術実証展示ほの設置等を実施するとともに、
宮古地域の６次産業化の取り組みを推進するた
め、農林漁業者に対し、商品開発や販路開拓
などの支援を実施した。
　さとうきびの増産及び生産の効率化を図るた
め、病害虫対策やかん水対策等の実施、ハーベ
スタ等の農業機械を整備した。また、干ばつ被害
の軽減や農産物の収量増大及び品質向上を図
るため、農業用水源整備やかんがい施設の新設
整備を実施した。さらに、営農条件の改善のた
め、農地の整形や集積化を行うほ場整備を実施
した。

　食肉等の安全・安心を確保するため、平成26
年度に八重山圏域の畜産流通拠点となる八重
山食肉センターが供用開始され、石垣牛をはじ
めとする圏域産食肉の処理能力が大幅に向上し
た。
　また、パインアップル産業の体質を強化し、農家
経営の安定を図るため、優良栽培の技術展示
ほの設置や栽培講習会の開催等による栽培技
術の向上対策を実施したほか、６次産業化の取
り組みを推進するため、農林漁業者に対し、商
品開発や販路開拓、加工施設等の整備支援を
実施した。
　さらに、含蜜糖製造事業者の経営安定を目的
として、含蜜糖の製造コストに関する不利性の緩
和など、圏域内にある含蜜糖製造事業者に対し
て経費の一部支援を行ったほか、圏域内の含蜜
糖製糖工場３工場の建替えに対して支援した。
　このほか、園芸品目のブランド化に向けた安定
生産と品質向上に資する栽培技術の高位平準
化等を図るため、栽培施設等の整備支援、各種
技術実証展示ほの設置等を実施するとともに、さ
とうきびの増産及び生産の効率化を図るため、病
害虫対策やかん水対策等の実施、ハーベスタ等
の農業機械を整備した。また、干ばつ被害の軽
減や農産物の収量増大及び品質向上を図るた
め、農業用水源整備やかんがい施設の新設整
備と併せて更新整備による施設の長寿命化対
策を実施した。
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資料３

　生活基盤の強化や地域活性化に寄与するた
め、国道449号、国道505号（呉我工区）等の必
要な幹線道路の整備を推進した。

　鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入
に向けて、平成24年度から平成25年度に鉄軌
道のルートや事業スキーム等を検討した結果、特
例的な制度の創設により事業採算性確保の可
能性があることが示された。加えて、鉄軌道の構
想段階における計画案づくりは、平成26年度から
県民や市町村等との情報共有や学識経験者等
で構成される専門委員会での審議を踏まえなが
ら、５つのステップで段階的に検討を進めてきた。
平成30年５月、県は、鉄軌道導入に当たっての
おおむねのルートを含む概略計画及びフィーダー
交通ネットワークのあり方、計画段階以降の課題
や取組方針等についてとりまとめた「沖縄鉄軌道
の構想段階における計画書」を策定した。

1

　あわせて、海上交通の安全性・安定性の向上
のため、伊江港や前泊港において防波堤の整備
を行い、港湾機能の向上を図るとともに、伊是
名・伊平屋地域における生活利便性の向上を図
るため、伊平屋空港の整備に向けた気象観測調
査などを実施した。

　離島住民等の交通コストの負担軽減を図るた
め、離島の割高な船賃及び航空運賃を低減した
結果、低減化した路線における航路・航空路の
利用者数は増加している。
　住民の生活を支える港湾の機能拡充を図るた
め、長山港及び多良間港において、浮き桟橋の
整備を実施した。

　離島住民等の交通コストの負担軽減を図るた
め、離島の割高な船賃及び航空運賃を低減した
結果、低減化した路線における航路・航空路の
利用者数は増加している。 2

　離島住民等の交通コストの負担軽減を図るた
め、離島の割高な船賃を低減したほか、離島に
おける石油製品の本島並みの価格安定と円滑
な供給を図るため、本島から県内離島へ輸送さ
れる石油製品について、販売事業者等が負担す
る輸送経費等に対する補助を平成25年度から
拡充した。

　離島地域については、離島住民等の交通コス
トの負担軽減を図るため、離島の割高な船賃及
び航空運賃を低減したほか、離島における石油
製品の本島並みの価格の安定と円滑な供給を
図るため、本島から県内離島へ輸送される石油
製品について、販売事業者等が負担する輸送
経費等に対する補助を平成25年度から拡充し
た。

　離島における石油製品の本島並みの価格の安
定と円滑な供給を図るため、本島から県内離島
へ輸送される石油製品について、販売事業者等
が負担する輸送経費等に対する補助を平成25
年度から拡充した。
　このほか、地域住民等との協働による緑化を推
進するため、沖縄県植樹祭、緑化コンクール、緑
の少年団育成等による普及啓発や学校・自治
会・市町村等への花苗の提供、さらに地域住民
等による「花と緑の名所づくり」への支援を行った。

　住民の生活を支える港湾の機能拡充を図るた
め、竹富東港等、各離島港湾において、浮き桟
橋の整備を実施した。
　離島における石油製品の本島並みの価格の安
定と円滑な供給を図るため、本島から県内離島
へ輸送される石油製品について、販売事業者等
が負担する輸送経費等に対する補助を平成25
年度から拡充した。
　このほか、地域住民等との協働による緑化を推
進するため、沖縄県植樹祭、緑化コンクール、緑
の少年団育成等による普及啓発や学校・自治
会・市町村等への花苗の提供、さらに地域住民
等による「花と緑の名所づくり」への支援を行った。

3

　離島及び過疎地域の市町村における超高速ブ
ロードバンド環境整備を促進した。これにより、条
件不利地域においても高度な情報通信技術の
利活用が可能となる基盤が整いつつある。

　離島地区と都市部との情報格差是正や高度
な情報通信技術の利活用環境の形成を図るた
め、平成25年度から平成28年度にかけて一括交
付金（ソフト）を活用し、沖縄本島と先島地区を
結ぶ海底光ケーブルの整備に取り組んだ。これに
より、高速大容量かつ災害や障害に強い安定的
な情報通信基盤が構築され、離島及び過疎地
域の市町村における超高速ブロードバンド環境の
整備を促進した。

　離島地区と都市部との情報格差是正や高度
な情報通信技術の利活用環境の形成を図るた
め、平成25年度から平成28年度にかけて一括交
付金（ソフト）を活用し、沖縄本島と先島地区を
結ぶ海底光ケーブルの整備に取り組んだ。これに
より、高速大容量かつ災害や障害に強い安定的
な情報通信基盤が構築され、離島及び過疎地
域の市町村における超高速ブロードバンド環境の
整備を促進した。

4

⑴ 交通及び物
流基盤の整備

⑵ 生活環境基
盤等の整備

 ７ 生活圏の充実
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資料３

　安定的な医師の確保を図るため、ドクターバン
ク登録医師の離島・へき地診療所への仲介、琉
球大学医学部地域枠及び自治医科大学での
医師の養成及び派遣、県立病院での専攻医の
養成及び派遣などを実施した。
　小規模離島の介護事業所においては、介護保
険サービス対象者が少なく、安定的な事業運営
が困難となっていることから、伊江島、伊是名島、
伊平屋島への介護従事者の渡航費補助を行っ
た。

　離島及びへき地における医師を確保するため、
琉球大学医学部地域枠及び自治医科大学で
の医師の養成及び派遣、県立病院での専攻医
の養成及び派遣などを実施した。また、離島診
療所の医師及び看護師が研修等で島を離れる
際の代診医及び代替看護師の派遣体制を整備
した。さらに、自衛隊や海上保安庁ヘリ等航空
機による急患搬送時に医師等を添乗させるな
ど、医療提供体制の整備に取り組んだ。
　小規模離島の介護事業所においては、介護保
険サービス対象者が少なく、安定的な事業運営
が困難となっていることから、事業撤退を防止する
ため、多良間村の２事業所へ介護保険等の報
酬では足りない運営経費への助成や宮古島市
大神島への介護従事者の渡航費補助を行っ
た。さらに、質の高い福祉・介護人材を地域完結
型で育成するため、アドバイザーを派遣し、人材
育成ガイドラインや標準カリキュラム等の具体的な
活用について助言等を行うとともに、活用促進の
ためセミナーを開催し、平成27年度において15事
業所から17人が参加した。

　離島及びへき地における医師を確保するため、
ドクターバンク登録医師の離島・へき地診療所等
への仲介、琉球大学医学部地域枠及び自治医
科大学での医師の養成及び派遣、県立病院で
の専攻医の養成及び派遣などを実施した。また、
離島診療所の医師及び看護師が研修等で島を
離れる際の代診医及び代替看護師の派遣体制
を整備した。さらに、自衛隊や海上保安庁ヘリ等
航空機による急患搬送時に医師等を添乗させる
など、医療提供体制の整備に取り組んだ。
　小規模離島の介護事業所においては、介護保
険サービス対象者が少なく、安定的な事業運営
が困難となっていることから、事業撤退を防止する
ため、竹富町の２事業所へ介護保険等の報酬で
は足りない運営経費への助成や竹富町西表
島、竹富島、小浜島、黒島、波照間島への介
護従事者の渡航費補助を行った。また、質の高
い福祉・介護人材を地域完結型で育成するた
め、アドバイザーを派遣し、人材育成ガイドライン
や標準カリキュラム等の具体的な活用について助
言等を行うとともに、活用促進のためセミナーを開
催し、平成27年度において17事業所から27人が
参加した。

1

　宮古医療圏域の中核的な役割を担う県立宮
古病院については、宮古農林高等学校運動場
跡地に新たな施設を整備し、平成25年６月に新
築移転した。新病院では、新たにＮＩＣＵ（新生児
特定集中治療室）が設置されたほか、最新医療
機器を整備するなど、医療提供体制の充実が
図られている。

　八重山医療圏域の中核的な役割を担う新県
立八重山病院については、平成27年度に建設
工事に着手し、平成30年10月に新築移転した。
新病院では、周産期医療を強化するため、ＮＩＣ
Ｕ（新生児集中治療室）やＧＣＵ（新生児治療
回復室）が設置されたほか、高度な医療機器や
設備が導入されるなど、医療提供体制の充実が
図られた。
　また、竹富町立竹富診療所の医師住宅（平成
25年度完成）や竹富町立黒島診療所及び医師
住宅（平成26年度完成）の施設整備に対し補
助を行った。

2

⑷ 教育機会の
確保等

　へき地校では複式学級の割合が高く、児童が
教師から直接指導を受ける時間が単式学級の
半分程度となっていることなどから、東村等のへき
地における教育環境を改善するため、平成29年
度は、８名以上の児童で構成される複式学級、
７学級に非常勤講師を７人派遣した。
　このような取組により、きめ細かな指導や教材
準備・研究の改善、児童の理解・集中力の向上
等の効果が得られた。
　また、離島からの進学に伴う家庭や生徒の負担
軽減を図るため、高校未設置離島出身の高校
生に対し、居住・通学に要する経費を補助するこ
とで保護者の精神的・経済的な負担を軽減し
た。
　さらに、平成28年１月には寄宿舎と交流機能を
併せ持った「沖縄県立離島児童生徒支援セン
ター」を那覇市内に開所し、平成30年度には、伊
江村出身生徒17人、伊平屋村出身生徒８人が
入寮している。

      教育については、特にへき地校では複式学
級の割合が高く、児童が教師から直接指導を受
ける時間が単式学級の半分程度となっていること
などから、久米島町等の離島・へき地における教
育環境を改善するため、平成29年度は、８名以
上の児童で構成される複式学級、11学級に非
常勤講師を９人派遣した。
      これらの取組などにより、きめ細かな指導や
教材準備・研究の改善、児童の理解・集中力の
向上等の効果が得られた。
      また、離島からの進学に伴う家庭や生徒の
負担軽減を図るため、高校未設置離島出身の
高校生に対し、居住・通学に要する経費を補助
することで保護者の精神的・経済的な負担を軽
減した。
      さらに、平成28年１月には寄宿舎と交流機
能を併せ持った「沖縄県立離島児童生徒支援
センター」を那覇市東町に開所し、平成30年度
には、南大東村等出身生徒46人が入寮した。

　公平な教育機会の確保等については、特にへ
き地校では複式学級の割合が高く、児童が教師
から直接指導を受ける時間が単式学級の半分
程度となっていることなどから、離島・へき地におけ
る教育環境を改善するため、平成29年度は８名
以上の児童で構成される複式学級、５学級に非
常勤講師を３人派遣した。
　このような取組により、きめ細かな指導や教材
準備・研究の改善、児童の理解・集中力の向上
等の効果が得られた。
　また、離島からの進学に伴う家庭や生徒の負担
軽減を図るため、高校未設置離島出身の高校
生に対し、居住・通学に要する経費を補助するこ
とで保護者の精神的・経済的な負担を軽減し
た。
　さらに、平成28年１月には寄宿舎と交流機能を
併せ持った「沖縄県立離島児童生徒支援セン
ター」を那覇市内に開所し、平成30年度には、多
良間村出身生徒９人が入寮している。
　あわせて、就職を希望する離転職者の早期就
職を支援するため、職業能力の開発を必要とす
る者に対して、専修学校等の民間教育訓練機
関を活用した委託訓練を行った。

　公平な教育機会の確保等については、特にへ
き地校では複式学級の割合が高く、児童が教師
から直接指導を受ける時間が単式学級の半分
程度となっていることなどから、離島・へき地におけ
る教育環境を改善するため、平成29年度は８名
以上の児童で構成される複式学級、15学級に
非常勤講師を15人派遣した。
　このような取組により、きめ細かな指導や教材
準備・研究の改善、児童の理解・集中力の向上
等の効果が得られた。
　また、離島からの進学に伴う家庭や生徒の負担
軽減を図るため、高校未設置離島出身の高校
生に対し、居住・通学に要する経費を補助するこ
とで保護者の精神的・経済的な負担を軽減し
た。
　さらに、平成28年１月には寄宿舎と交流機能を
併せ持った「沖縄県立離島児童生徒支援セン
ター」を那覇市内に開所し、平成30年度には、竹
富町出身生徒11人、与那国町出身生徒７人が
入寮している。
　あわせて、就職を希望する離転職者の早期就
職を支援するため、職業能力の開発を必要とす
る者に対して、専修学校等の民間教育訓練機
関を活用した委託訓練を行った。

3

⑶ 保健医療・
福祉関連機能
の充実
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1

　国際的なウチナーネットワークの継承・拡大を図
るため、沖縄県系人を中心に多元的な交流を行
うとともに、次世代のウチナーネットワークの担い手
育成に取り組んだ。
　また、沖縄科学技術大学院大学をはじめとする
県内大学等との連携による国際的な共同研究
実施により、研究ネットワークの基盤が構築され
た。
　さらに、外国人観光客の受入体制を整備する
ため、市町村の多言語観光案内サイン整備を支
援し、翻訳の統一化など案内板表示の多言語
化を促進するとともに、沖縄特例通訳案内士を
育成するため、一定の語学力を有するものに対し
て沖縄の地理、歴史、文化などの基礎知識に加
え、接遇や旅程管理等に関する研修を実施し
た。

　ＩＴ環境を備えた研修施設であるアジアＩＴ研修
センターを整備するとともに、アジア各国からＩＴ技
術者や経営者等を招へいし、県内情報通信関
連企業においてＯＪＴ研修を実施するなど人的
ネットワークを強化した。
　このほか、国際的なウチナーネットワークの継承・
拡大を図るため、沖縄県系人を中心に多元的な
交流を行うとともに、次世代のウチナーネットワーク
の担い手育成に取り組んだ。

　沖縄戦の歴史的教訓を次世代に伝えるため、
平和祈念資料館において、様々な企画展やシン
ポジウムを開催するとともに、戦争体験者の証言
を「沖縄平和学習アーカイブ」サイト等に掲載し、
館内展示物説明文及び戦争体験証言映像の
多言化を行うなど、「命どぅ宝」の精神を次世代に
継承し国内外へ発信した。
　また、ＪＩＣＡ沖縄と連携し、水道、環境、地域
保健医療、ＩＴ、水産、道路等の各分野におい
て、海外からの研修員の受入れや途上国への技
術協力に取り組んだ。
　さらに、県立芸術大学の教育機能の充実につ
いては、平成25年度に美術工芸学部及び音楽
学部の全ての学生を対象にアートマネジメント関
係の講座を開設し、文化芸術を様々な視点から
プロデュースする人材の育成に取り組んだ。平成
28年度からは、新たに音楽学部にアートマネー
ジャーの育成を目的とした音楽文化専攻を設け
た。
　また、大学院修士課程修了以上の研究実績
を有する等一定の要件を満たし、研究活動の継
続を希望する卒業生を附属研究所共同研究員
として受け入れることで、研究活動を支援するとと
もに、学生が自らの進路をデザインするカリキュラ
ムを設置するなど、芸術家としての自立を促す芸
術大学のインキュベート機能を強化した。
　このほか、国際的なウチナーネットワークの継承・
拡大を図るため、沖縄県系人を中心に多元的な
交流を行うとともに、次世代のウチナーネットワーク
の担い手育成に取り組んだ。

　国際的なウチナーネットワークの継承・拡大を図
るため、沖縄県系人を中心に多元的な交流を行
うとともに、次世代のウチナーネットワークの担い手
育成に取り組んだ。
　また、外国人観光客の受入体制を整備するた
め、市町村の多言語観光案内サイン整備を支
援し、翻訳の統一化など案内板表示の多言語
化を促進した。

　国際的なウチナーネットワークの継承・拡大を図
るため、沖縄県系人を中心に多元的な交流を行
うとともに、次世代のウチナーネットワークの担い手
育成に取り組んだ。
　さらに、外国人観光客の受入体制を整備する
ため、市町村の多言語観光案内サイン整備を支
援し、翻訳の統一化など案内板表示の多言語
化を促進した。

2
９ 国際交流・
貢献等の推進

 ８ 駐留軍用
地跡地利用の
促進

　北部訓練場の返還跡地については、その大半
が世界自然遺産登録の推薦地に追加されてお
り、国や村、関係団体と連携して世界自然遺産
の登録に向けた取組を進めている。
　ギンバル訓練場跡地については、地域医療施
設やスポーツ施設等が整備され、現在、民間事
業者による温泉施設の整備に向けた取組が進め
られている。県では、金武湾港海岸（ギンバル地
区）における人工ビーチの整備を推進している。
　恩納通信所跡地については、道路や排水路等
のインフラ整備が進められており、民間事業者に
よるリゾートホテル建設の検討が進められている。
　上本部飛行場跡地については、平成26年度に
農産物加工場が整備されている。

　跡地利用に際しては、良好な生活環境の確
保、新たな産業の振興、交通体系の整備、自然
環境の保全・再生など、沖縄振興のための貴重
な空間として、県土構造の再編も視野に入れた
総合的かつ効率的な有効利用を図る必要があ
る。このため、広域的な視点から駐留軍用地跡
地利用の連携した方向性を示す「中南部都市
圏駐留軍用地跡地利用広域構想」を平成25年
１月に策定し、周辺市街地との連携を含めた跡
地利用の検討を行っている。
　普天間飛行場、西普天間住宅地区跡地、ロ
ウワー・プラザ住宅地区及びキャンプ桑江について
は、県や市町村等による公共用地の先行取得
が行われている。
　普天間飛行場の跡地利用については、これま
での取組の成果や広域構想を踏まえ、跡地利用
計画の策定に向けた中間段階の計画として「全
体計画の中間取りまとめ」を平成25年３月に策
定し、県民、地権者等へ跡地利用に関する情
報を発信するとともに、文化財、自然環境等の
文献及び現況調査を実施するなど、計画内容
の具体化に向けて取り組んでいる。
　アワセゴルフ場跡地については、土地区画整理
事業が実施され、大型商業施設や医療施設等
が建設されている。
　平成27年３月に返還された西普天間住宅地
区跡地については、国、県、宜野湾市、琉球大
学等が連携し、沖縄健康医療拠点の形成に向
けた取組が進められている。

　跡地利用に際しては、良好な生活環境の確
保、新たな産業の振興、交通体系の整備、自然
環境の保全・再生など、沖縄振興のための貴重
な空間として、県土構造の再編も視野に入れた
総合的かつ効率的な有効利用を図る必要があ
る。このため、広域的な視点から駐留軍用地跡
地利用の連携した方向性を示す「中南部都市
圏駐留軍用地跡地利用広域構想」を平成25年
１月に策定し、周辺市街地との連携を含めた跡
地利用の検討を行っている。
　那覇港湾施設の跡地利用については、跡地利
用計画の策定に向けた取組が進められている。
　牧港補給地区の跡地利用については、平成25
年３月に浦添市によって「発展・交流のまちづくり」
をコンセプトとした「牧港補給地区跡地利用基本
計画」が策定されており、平成28年度から公共
用地の先行取得が進められている。
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